
全
乃
夫
局
、
。
ル

明
代
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
遼
東
移
住

は

じ

め

に

第
一
章
明
初
遼
東
高
麗
人
の
朝
鮮
半
島
流
出
お
よ
び
そ
の
迭
還

第
一
節
元
末
か
ら
明
初
の
洪
武
時
期
の
状
況

第
二
節
建
文
帝
か
ら
永
印
刷
末
帝
の
時
代

第
二
章
永
楽
以
降
か
ら
刺
鮮
の
役
以
前
の
朝
鮮
人
の
遼
束
移
住

第
一
節
世
宗
後
期
の
遼
東
流
亡

第
二
節
世
宗
以
降
の
状
況
お
よ
び
遼
東
流
亡
の
ピ

l
ク
時
期

第
三
章
朝
鮮
の
役
に
よ
る
朝
鮮
人
の
流
入

第
一
節
明
軍
と
共
に
遼
東
へ
流
入
し
た
朝
鮮
人

第
二
節
朝
鮮
に
よ
る
、
途
還
請
求
と
そ
の
結
果

お

わ

り

に

第
六
十
七
巻

第
一
競

キト

平
成
二
十
年
六
月
護
行

彦
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2 

は

じ

め

韓
国
人
研
究
者
金
翰
杢
氏
は
そ
の
著
作
『
韓
中
関
係
史
」

の
全
て
の
章
節
の
タ
イ
ト
ル
に
「
遼
東
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
遼
東
お
よ
び

中
園
東
北
地
域
を
中
国
大
陸
と
朝
鮮
半
島
の
中
間
地
域
と
し
て
爾
国
関
係
史
を
捉
え
た
。
中
園
人
研
究
者
に
は
こ
の
認
識
を
受
け
入
れ
が
た
い

か
も
し
れ
な
い
が
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
抜
き
に
し
て
考
え
れ
ば
遼
東
地
域
が
雨
園
開
係
史
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

朝
鮮
半
島
の
高
麗
人
た
ち
は
既
に
投
降
者
、
流
入
者
、
戦
争
捕
虜
と
し
て
元
代
か
ら
遼
東
に
住
み
始
め
て
い
た
。
元
の
朝
廷
が
モ
ン
ゴ
ル
高

原
に
追
わ
れ
、
紅
巾
軍
が
遼
東
を
占
領
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
遼
東
高
麗
人
の
一
部
は
開
園
し
、

(
2
)
 

入
る
と
、
遼
東
高
麗
人
は
明
の
衛
所
睦
制
に
編
入
さ
れ
た
。
か
れ
ら
は
高
麗
土
著
と
呼
ば
れ
て
、
主
に
遼
陽
の
東
寧
衛
を
中
心
に
住
ん
で
い
た
。

一
部
は
遼
東
に
残
っ
た
。
明
の
勢
力
が
遼
東
に

や
が
て
こ
れ
ら
の
高
麗
人
は
現
地
枇
舎
に
と
け
込
ん
で
い
っ
た
た
め
明
代
の
史
料
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
が
、
先
行
研
究
は
す
で

2 

に
朝
鮮
史
料
を
用
い
て
二
二
九
一
一
(
明
洪
武
二
十
五
)
年
に
建
国
さ
れ
た
朝
鮮
の
人
々
が
国
境
を
越
え
て
遼
東
に
流
入
し
績
け
た
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
。
以
下
、
本
論
で
は
、
す
で
に
定
着
し
て
い
た
遼
東
高
麗
人
に
封
し
、
ま
だ
遼
東
に
定
着
し
て
い
な
い
朝
鮮
園
の
人
を
「
朝
鮮
人
」

(
3
)
 

と
稽
す
る
こ
と
に
す
る
。

明
初
、
北
中
国
の
情
勢
は
安
定
せ
ず
、
靖
難
の
役
と
永
印
刷
対
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
の
時
、
高
麗
人
を
中
心
と
す
る
遼
東
人
が
朝
鮮
へ
逃
亡
し
た
。

そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
迭
還
は
首
時
の
重
要
問
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。
永
梁
朝
以
降
朝
鮮
の
役
以
前
は
、
遼
東
の
賦
役
が
朝
鮮
よ
り
軽
い

た
め
、
朝
鮮
の
平
安
遁
の
住
民
が
遼
東
へ
移
住
し
た
。
朝
鮮
の
役
に
よ
る
朝
鮮
人
の
遼
東
移
住
問
題
は
そ
れ
以
前
と
は
異
な
り
、
中
韓
関
係
史

に
新
た
に
日
本
が
関
わ
っ
た
特
別
な
状
況
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
、
主
に
明
軍
と
共
に
遼
東
に
流
入
し
た
人
々
の
問
題
で
あ
る
。

高
麗
も
し
く
は
朝
鮮
か
ら
移
住
し
た
人
々
は
元
お
よ
び
明
に
時
化
し
た
が
、
朝
鮮
牛
島
と
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら

の
越
境
移
住
は
雨
圃
闘
係
史
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
問
題
だ
と
言
え
る
。

(
4
)
 

元
代
に
お
け
る
高
麗
人
の
遼
東
流
亡
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
日
・
中
・
韓
の
事
者
に
よ
り
数
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

つ
い
で
、



元
明
交
代
期
に
お
け
る
遼
東
高
麗
人
に
つ
い
て
は
、
楊
暁
春
氏
の
最
近
の
研
究
に
注
目
し
た
い
。
氏
は
元
代
遼
東
の
高
麗
人
の
遼
東
移
住
と
そ

の
規
模
を
よ
り
詳
し
く
整
理
し
、
遼
東
高
麗
人
は
明
代
に
な
っ
て
か
ら
、
遼
東
に
残
留
・
高
麗
へ
蹄
園
・
揚
州
附
近
の
街
所
へ
移
轄
と
い
う
三

つ
の
行
方
が
あ
っ
た
と
判
断
し
た
。

(

6

)

(

7

)

(

8

)

(

9

)

 

明
代
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
遼
東
移
住
問
題
に
闘
わ
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
主
に
河
内
良
弘
、
孫
春
日
、
李
山
降
、
玄
碩
圭
諸
氏
の
論
考
が
奉

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
う
ち
、
前
二
者
の
も
の
は
、
遼
東
高
麗
人
に
言
及
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
大
き
な
遣
い
は
な
く
、
と
も
に
明
代

朝
鮮
人
の
東
寧
衛
移
住
と
東
寧
衛
人
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
河
内
氏
は
遼
東
高
麗
人
だ
け
で
は
な
く
、
女
異
人
を
も
そ
の
考
察
封
象

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
李
停
氏
は
「
朝
鮮
人
」
の
遼
東
移
住
の
賦
況
と
遼
東
に
お
け
る
「
朝
鮮
族
」
の
貢
献
を
中
心
に
そ
の
概
況
を
論
じ
た
。

玄
碩
圭
氏
は
そ
の
著
書
の
第
三
章
「
李
朝
時
代
に
お
け
る
流
移
民
の
様
相
」
に
お
い
て
、
土
地
制
度
を
中
心
に
流
民
問
題
を
考
察
し
て
い
る
が
、

朝
鮮
人
の
遼
東
流
亡
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
明
初
の
事
例
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、
明
代
の
特
定
の
時
期
な
い
し
特
定
の
問
題
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
管
見
の
限
り
で
は
、
朝
鮮
の
役

3 

に
お
け
る
朝
鮮
人
の
遼
東
移
住
を
専
門
に
扱
っ
た
研
究
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。
明
代
を
通
じ
た
人
口
流
動
の
状
況
を
時
期
別
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
、
移
住
の
具
瞳
像
を
さ
ら
に
詳
し
く
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
圃
境
を
越
え
た
移
民
史
の
全
瞳
像
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
問
題
は
明
代
中
韓
遺
境
地
域
に
お
け
る
遼
東
遷
民
の
民
族
構
成
、
遼
東
地
域
の
民
族
融
合
状
況
、
さ
ら
に
は
明
朝
関
係
史
に
お
け

る
遼
東
お
よ
び
遼
東
人
の
位
置
付
け
な
ど
の
問
題
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
明
代
を
、
明
初
.
、
氷
山
栄
以
後
朝
鮮
の
役
以
前
・
朝
鮮
の
役
の
三
つ
の
時
期
に
大
き
く
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ
章
を
立
て
て
移
住
の
拭
況
を
論
述
し
た
い
。
第
一
、
第
二
章
で
は
、
上
記
諸
氏
が
す
で
に
用
い
た

『
朝
鮮
王
朝
(
貫
録
』
、
『
遼
東
誌
』
、

『
明
(
貫
録
」
な
ど
の
基
本
史
料
を
よ
り
綿
密
に
考
察
し
て
、
移
住
の
推
移
を
段
階
に
分
け
て
解
明
し
、
そ
の
原
因
を
探
る
。
第
三
章
で
は

朝

鮮
王
朝
貫
録
」

の
ほ
か
、
朝
鮮
の
燕
行
録
や
丈
集
な
ど
も
用
い
て
、
移
住
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

3 
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仕
草
川
一
立
早

明
初
遼
東
高
麗
人
の
朝
鮮
宇
島
流
出
お
よ
び
そ
の
迭
還

ま
ず
は
洪
武
か
ら
永
梁
朝
に
お
け
る
遼
東
を
め
ぐ
る
各
勢
力
の
力
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
、
中
国
朝
鮮
聞
の
人
口
移
動
の
様
態
を
通
時
的

に
明
ら
か
に
す
る
。

第

節

万
末
か
ら
明
初
の
洪
武
時
期
の
朕
況

ら
明
へ
代
わ
り
、

(
日
)

先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
元
代
よ
り
、
遼
陽
・
洛
陽
を
中
心
と
し
た
遼
東
地
域
は
高
麗
人
の
集
住
地
で
あ
っ
た
。
政
権
が
一
冗
か

(
日
)

し
だ
い
に
遼
東
に
お
け
る
明
の
統
治
が
確
立
し
て
く
る
と
、
も
と
も
と
遼
東
や
元
の
高
麗
地
域
に
居
住
し
て
い
た
高
麗
人
た

ち
は
束
寧
衛
に
編
入
さ
れ
、
明
の
衛
所
瞳
制
の
一
翼
を
に
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

と
は
い
え
、
中
園
朝
鮮
聞
で
の
人
口
移
動
は
、
明
や
高
麗
、
そ
し
て
次
の
朝
鮮
王
朝
、

さ
ら
に
女
異
人
と
い
っ
た
遼
東
に
利
害
関
係
の
あ

5 

る
政
治
勢
力
の
時
々
の
様
相
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。

元
末
明
初
、
遼
東
を
め
ぐ
る
軍
事
情
勢
が
非
常
に
不
安
定
と
な
る
と
、
高
麗
は
こ
の
機
舎
に
乗
じ
て
、
北
部
方
面
へ
の
領
土
掻
大
を
目
指
す
。

そ
の
た
め
、
勢
力
を
遼
東
に
ま
で
掻
大
し
た
明
勢
力
と
園
境
問
題
を
起
こ
す
こ
と
と
な
る
。
洪
武
二
年
(
一
三
六
九
)
の
段
階
に
お
い
て
、
す

で
に
高
麗
は
明
と
の
朝
貢
関
係
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
元
来
、
元
と
の
闘
係
が
密
接
で
あ
っ
た
た
め
、
元
が
依
然
と
し
て
巨
大
な
勢
力

を
保
っ
て
い
る
段
階
に
お
い
て
は
、
無
保
件
に
明
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
中
園
大
陸
の
情
勢
を
見
守
り
績
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た

(ロ)

め
も
あ
っ
て
か
、
明
が
鍛
嶺
衡
を
設
置
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
雨
園
の
関
係
は
一
気
に
悪
化
す
る
。
し
か
し
、
洪
武
二
十
五
(
一
三
九
二
)
年
、

(
日
)

李
成
桂
が
高
麗
を
滅
ぼ
し
、
李
氏
朝
鮮
を
建
国
し
た
の
ち
、
明
側
が
補
給
路
の
問
題
か
ら
銭
嶺
衡
を
遼
陽
近
く
の
奉
集
壁
に
移
動
さ
せ
た
こ
と
、

ま
た
鴨
緑
江
・
長
白
山
と
そ
の
東
の
地
域
の
高
麗
・
女
員
人
を
遼
溶
地
域
に
移
住
さ
せ
た
こ
と
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
北
東
に
設
置
し
て
い
た
三

(
N
H
)
 

高
衡
を
開
原
に
移
動
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
の
防
衛
線
は
遼
陽
南
東
の
連
山
閥
附
近
に
後
退
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
明
軍
の

戸υ 



6 

朝
鮮
へ
の
影
響
力
は
間
接
的
と
な
り
、
懸
案
の
園
境
問
題
は
し
だ
い
に
沈
静
化
し
は
じ
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
と
朝
鮮
と
の
園
家
闘
係
は
、

常
時
不
安
定
化
す
る
要
因
を
苧
ん
で
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
配
慮
し
つ
つ
、
人
口
流
動
に
つ
い
て
具
瞳
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
洪
武
朝
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
(
高
麗
)
か
ら
明
へ
の
流
れ
に
闘
す
る
記
事
が
散
見
す
る
。
例
え
ば
、
洪
武
十
五
(
一
三
八
二
)
年
、
遼

(
日
)

東
の
束
寧
街
、
十
早
河
千
戸
所
が
故
元
合
羅
城
高
戸
府
の
校
卒
お
よ
び
鴨
線
江
以
東
の
遺
民
お
よ
そ
二
、
六
八
六
人
を
遼
陽
に
迭
っ
た
。
こ
の
中

に
は
首
然
、
高
麗
人
が
混
ざ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
洪
武
二
十
(
一
三
八
七
)
年
に
は
、
元
来
遼
東
に
居
住
し
て
い
た
高
麗
人
た

ち
を
高
家
奴
等
が
連
れ
て
蹄
っ
た
。
こ
の
朝
鮮
竿
島
へ
蹄
因
し
て
い
た
人
々
は
、
元
至
正
十
九
(
一
三
五
九
)
年
に
お
け
る
紅
巾
軍
の
遼
東
攻

(
日
山
)

撃
に
際
し
て
、
戦
乱
を
避
け
て
移
住
し
た
人
々
で
あ
る
。
昔
時
、
遼
陽
を
攻
略
し
た
紅
巾
軍
の
閲
鐸
・
潜
誠
軍
は
、
遼
漆
地
域
を
占
援
し
た
後
、

高
麗
に
封
し
て
投
降
を
勧
告
す
る
も
、
そ
れ
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
高
麗
へ
侵
攻
し
た
。
そ
の
際
、
高
麗
へ
流
亡
し
た
遼
東
人
口
は
、
約
二
二
二

(
口
)

0
0能
戸
と
い
わ
れ
て
い
る
。
高
家
奴
等
が
連
れ
て
賄
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
二
、
三

O
O絵
戸
の
一
部
で
あ
ろ
う
。

め
ぐ
っ
て
、
あ
ま
り
順
調
に
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
朝
鮮
建
国
の
翌
年
(
朝
鮮
太
租
二
年
、
明
太
組
二
十
六
年
、

一
三
九
三
)
、
朝
鮮
と
明
の
聞
に

6 

高
麗
末
期
に
お
い
て
遼
東
か
ら
移
轄
し
た
人
々
の
送
還
は
な
ん
と
か
一
段
落
し
た
が
、
次
の
李
氏
朝
鮮
と
の
闘
係
も
、
住
民
の
逃
亡
問
題
を

最
初
に
起
こ
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
も
住
民
の
移
轄
問
題
で
あ
っ
た
。
朱
元
産
は
、
朝
鮮
が
約
五

O
O人
の
女
異
人
に
鴨
線
江
を
渡
河
さ
せ
た
と
非
難

(

お

)

(

凶

)

し
た
が
、
李
成
桂
は
「
卑
謹
事
之
」
の
態
度
を
も
っ
て
封
磨
し
、
そ
れ
を
否
認
し
た
。
そ
し
て
、
誠
意
を
一
不
す
た
め
、
遼
東
か
ら
流
入
し
た
遼

(
鈎
)

東
高
麗
人
三
八
八
人
を
迭
還
し
た
。

こ
の
事
例
に
お
け
る
李
氏
朝
鮮
の
流
民
問
題
へ
の
封
麿
姿
勢
は
、
南
在
が
言
っ
た
よ
う
に
、
た
と
え
朝
鮮
系
の
人
で
あ
っ
て
も
、
も
し
明
の

(
担
)

軍
籍
を
持
っ
て
い
れ
ば
迭
還
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
朝
鮮
は
藩
属
と
し
て
の
立
場
も
あ
り
、
何
よ
り
軍
事
的
に
劣
勢
で
あ
っ

た
た
め
、
明
に
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
み
る
よ
う
に
、
流
入
し
た
人
々
を
明
に
迭
還
す
る
こ
と
は
、
「
事
大
」
と
し
て
、
朝
鮮

太
租
時
代
か
ら
賓
施
さ
れ
、
そ
の
後
も
お
お
む
ね
績
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
朝
鮮
王
朝
が
と
っ
た
封
庭
の
典
型
的
事
例
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

一
方
の
明
も
、
「
夷
民
」
受
け
入
れ
の
態
度
を
表
明
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
李
氏
朝
鮮
の
太
租
は
、
流
民
迭
還
問



(
勾
)

題
を
明
と
の
外
交
問
題
の
火
種
に
し
な
い
た
め
に
も
、
越
境
者
を
死
刑
に
庭
し
、
逃
来
し
て
き
た
遼
東
人
を
迭
還
す
る
な
ど
、
明
と
の
園
境
地

(
お
)

帯
の
管
理
を
強
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
併
せ
て
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
頃
、
朝
鮮
使
節
が
し
ば
し
ば
明
に
よ

っ
て
入
国
を
拒
否
さ
れ
て
い
た
た
め
、
明
内
部
の
情
報
を
入
手
し
た
い
朝
鮮
王
朝
は
、
明
側
の
戦
乱
に
乗
じ
て
そ
れ
を
提
供
し
て
く
れ
る
遼
東

太
組
六
年
(
明
洪
武
二
九
年
、

の
軍
民
を
秘
密
裡
に
受
け
入
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
朝
鮮
側
が
遼
東
人
を
受
け
入
れ
た
事
例
は
多
く
な
い
が
、
朝
鮮

(
包
)

一
三
九
七
)
に
遼
東
か
ら
逃
げ
て
き
て
、
戦
況
を
惇
え
た
遼
東
入
金
松
が
朝
鮮
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
事
例
お
よ
び

次
簡
で
述
べ
る
靖
難
の
役
の
期
間
、
明
の
弱
樫
化
に
乗
じ
て
大
量
の
遼
東
高
麗
人
を
朝
鮮
に
住
ま
わ
せ
た
こ
と
を
見
る
と
、
こ
の
時
期
に
お
け

る
朝
鮮
の
明
へ
の
送
還
は
朝
貢
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
両
国
の
力
関
係
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

第
二
節

建
丈
帝
か
ら
、
水
…
楽
帝
の
時
代

元
年
、
二
二
九
九
)
、

(
お
)

亡
し
た
。
定
宗
二
年
(
建
文
二
年
、

(
お
)

た
」
と
の
情
報
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
よ
う
な
遼
東
高
麗
人
の
逃
亡
に
閲
す
る
記
事
が
、
朝
鮮
太
宗
二
年
(
建
文
四
年
、

一
人
の
軍
人
が
遼
東
か
ら
朝
鮮
に
逃
亡
し
て
き
た
。
彼
は
遼
東
高
麗
人
で
、
東
寧
衡
に
所
属
し
、
労
役
に
悩
ま
さ
れ
て
逃

7 

靖
難
の
役
に
よ
っ
て
、
遼
東
の
情
勢
は
再
び
不
安
定
と
な
り
、
東
寧
衡
の
人
々
の
大
逃
亡
事
件
が
愛
生
し
た
。
朝
鮮
定
宗
元
年
三
月
(
建
文

一四
O
O
)
、
さ
ら
に
定
遼
衡
の
一
二
人
が
朝
鮮
に
逃
来
し
、
「
燕
王
が
勝
利
に
乗
じ
て
遠
く
ま
で
軍
を
進
め

一四
O
二
)
以
後
、
あ

ら
わ
れ
る
。
朝
鮮
の
清
政
者
達
は
こ
れ
ら
の
人
々
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、
再
び
遼
東
へ
逃
亡
し
な
い
よ
う
に
、
連
境
か
ら
遠
く
離
れ
た

(
幻
)

三
南
地
直
に
時
属
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
の
後
も
、
遼
東
の
漫
散
軍
が
績
々
と
逃
来
し
、
朝
鮮
は
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。

受
け
入
れ
人
数
の
最
も
多
い
も
の
は
、
東
寧
衡
千
戸
林
八
刺
失
里
が
率
い
た
三
千
絵
戸
の
東
寧
衛
人
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
朝
鮮
の
太
宗
は
、

(
お
)

彼
ら
を
慶
尚
遁
・
全
羅
道
・
忠
清
遁
に
分
散
し
て
住
ま
わ
せ
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
興
味
深
い
こ
と
に
、
遼
東
都
司
が
こ
れ
ら
逃
亡
し
た

人
々
の
送
還
を
何
度
も
要
求
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
鮮
太
宗
は
大
人
数
の
逃
軍
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
跨
陪
し
つ
つ
も
、
現
在
窮
地
に
陪

7 

っ
て
い
る
彼
ら
は
か
つ
て
「
本
圃
人
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

一
人
も
送
還
す
る
つ
も
り
は
な
い
、
と
大
臣
達
に
封
し
て
自
分
の
本
音
を
惇
え
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(
却
)

た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
太
宗
時
代
以
前
司
靖
難
の
役
護
生
直
後
に
も
、
朝
鮮
王
朝
内
部
で
は
す
で
に
遼
東
か
ら
の
投
降
者
接
牧
問
題
が
討
論
さ
れ
て
い
た
。
朝

鮮
定
宗
二
年
(
明
建
文
二
年
、

一四
O
O
)
五
月
、
園
王
の
経
娃
で
は
次
の
よ
う
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。

同
知
経
走
事
全
伯
英
日
く
、
「
い
ま
燕
王
が
奉
兵
し
て
中
園
が
混
乱
し
て
お
り
ま
す
。
も
し
定
遼
衡
が
我
が
圃
へ
の
投
降
を
求
め
で
き
た

ら
、
許
可
い
た
し
ま
す
か
o
」
上
日
く
、
「
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
私
が
深
く
懸
念
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
受
け
入
れ
な
い
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ

ぅ
。
」
知
経
定
事
権
近
日
く
「
(
中
略
)
定
遼
衛
の
投
降
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
大
嬰
よ
ろ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
燕
王
が
混
乱
を
牧

め
て
天
下
を
取
れ
ば
必
ず
我
々
に
問
罪
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
ど
の
よ
う
に
封
麿
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
上
の
お
っ
し
ゃ
る
こ

(
幼
)

と
は
甚
だ
遁
理
に
合
い
ま
す
。
」
上
日
く
「
卿
の
言
う
通
り
だ
。
」

朝
鮮
太
宗
が
定
宗
を
退
位
さ
せ
て
園
王
に
な
っ
た
と
き
、
明
王
朝
内
部
は
靖
難
の
役
に
よ
っ
て
混
乱
し
て
い
た
。
太
宗
時
代
に
入
っ
て
か
ら

は
、
明
の
混
乱
に
乗
じ
て
、
朝
鮮
は
一
人
な
い
し
数
人
か
ら
受
け
入
れ
は
じ
め
、

つ
い
に
人
数
の
多
い
集
圏
も
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一四
O
二
)
四
月
、
内
書
舎
人
李
之
直
と
左
正
言
田
可
植
は
「
事
大
の

(
泊
)

義
」
を
守
る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
逃
亡
し
て
く
る
も
の
を
受
け
入
れ
な
い
よ
う
に
提
言
し
た
が
、
太
宗
と
有
力
大
臣
は
そ
れ
を
却
下
し
た
。

燕
王
が
靖
難
の
役
で
勝
利
し
て
永
楽
帝
と
し
て
即
位
す
る
と
、
官
員
を
朝
鮮
に
祇
遣
し
て
、
救
旨
を
も
っ
て
内
乱
中
に
逃
亡
し
た
漫
散
軍
の

(
臼
)

送
還
を
要
求
し
た
。
朝
鮮
の
太
宗
は
明
か
ら
使
節
が
来
る
こ
と
を
知
る
や
い
な
や
、
先
に
各
道
に
漫
散
軍
迭
還
の
命
令
を
下
し
、
林
八
刺
失
里

(
お
)

を
遼
東
へ
護
迭
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
積
極
的
に
見
え
る
迅
速
な
行
動
も
、
最
初
の
段
階
で
は
、
賓
は
明
政
権
に
封
す
る
一
種
の
ス
タ

(
持
)

ン
ド
プ
レ
ー
に
す
ぎ
ず
、
裏
で
は
「
逃
軍
を
す
べ
て
渡
す
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
、
名
前
が
記
録
さ
れ
た
者
だ
け
を
引
渡
せ
ば
い
い
」
と
い

こ
の
政
策
に
封
し
て
、
異
論
は
あ
っ
た
。
太
宗
二
年
(
明
建
文
四
年
、

う
態
度
を
取
っ
て
い
た
。
河
内
氏
が
す
で
に
鰯
れ
て
い
る
こ
の
時
の
朝
鮮
か
ら
明
へ
の
上
奏
丈
に
よ
れ
ば
、
逃
軍
と
そ
の
家
族
、
計
二
二
、
六

(
お
)

一
四
人
の
う
ち
、
遼
東
へ
謹
選
し
た
者
は
一

O
、
九
二

O
人
、
逃
げ
た
者
は
二
、
二
二
五
人
、
病
浸
し
た
者
は
四
九
六
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

(
部
)

一四
O
六
)
、
全
者
逮
ら
四
、
九
四
九
人
お
よ
び
土
官
千
戸

明
側
は
漫
散
軍
の
迭
還
が
徹
底
し
て
い
な
い
と
し
て
、
永
山
栄
四
年
(
朝
鮮
大
宗
六
年
、

8 



(
幻
)

高
田
助
の
管
轄
下
に
あ
る
小
海
西
ら
一
四
人
の
迭
還
を
要
求
し
た
。
永
山
楽
五
年
(
朝
鮮
太
宗
七
年
、

(
お
)

て
朝
鮮
に
行
き
、
漫
散
軍
の
迭
還
を
監
督
し
た
。
朝
鮮
は
や
む
な
く
数
回
に
わ
た
っ
て
漫
散
軍
を
捜
索
し
て
送
還
し
た
。
結
果
、
初
期
の
人
数

(
却
)

と
合
わ
せ
る
と
、
約
二
二
、

0
0
0
人
に
も
の
ぼ
る
人
々
を
迭
還
し
た
こ
と
と
な
る
。
朝
鮮
側
は
、
遼
東
漫
散
軍
は
元
来
「
本
圃
人
」
な
の
で

(ω) 

受
け
い
れ
て
来
た
、
と
説
明
し
て
い
る
。
首
然
、
迭
還
さ
れ
た
遼
東
人
は
遼
東
高
麗
人
以
外
に
、
遼
東
の
漢
人
・
女
異
人
も
多
く
含
ん
で
い
た

(
H
U
)
 

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
逃
亡
し
て
き
た
漫
散
軍
は
全
員
遼
東
都
司
へ
護
迭
さ
れ
た
と
い
う
。

一四
O
七
)
、
東
寧
衛
千
戸
金
撃
は
欽
差
と
し

靖
難
の
役
が
終
結
し
、
遼
東
の
情
勢
が
鎮
静
化
す
る
と
、
遼
東
と
朝
鮮
の
聞
の
流
民
は
遼
東
か
ら
朝
鮮
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
朝
鮮
か
ら

(
必
)

遼
東
へ
流
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
朕
況
は
そ
う
長
く
は
績
か
な
か
っ
た
。
永
幾
八
年
(
朝
鮮
太
宗
十
年
、

一四一

O
)
か

ら
永
山
楽
帝
が
モ
ン
ゴ
ル
親
征
を
始
め
た
。
そ
の
戦
争
に
際
し
、

モ
ン
ゴ
ル
軍
が
遼
東
に
進
攻
し
、
高
麗
人
を
中
心
と
す
る
遼
東
人
の
朝
鮮
流
入

が
み
た
び
費
生
し
た
。
先
の
靖
難
の
役
に
お
け
る
賦
況
よ
り
は
規
模
は
比
較
的
小
さ
か
っ
た
も
の
の
、
『
朝
鮮
太
宗
貫
録
」
と

『
朝
鮮
世
宗
賓

9 

録
』
に
、
逃
軍
と
避
難
者
に
閲
す
る
記
事
が
、
太
宗
十
二
年
(
永
梁
十
年
、

(
必
)

の
一
一
一
一
年
間
に
断
績
的
に
見
ら
れ
る
。
永
山
栄
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
が
行
わ
れ
た
の
は
一
四
一

O
年
か
ら
一
四
二
四
年
ま
で
で
あ
っ
た
の
で
、
こ

の
遼
東
軍
民
の
逃
亡
時
期
と
ち
ょ
う
ど
重
な
っ
て
い
る
。
遼
東
高
麗
人
李
哲
、
金
禾
の
例
は
最
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
逃
亡
の
原
因
や
人

(
叫
)

物
の
身
分
、
送
還
の
際
に
送
る
丈
書
の
内
容
な
ど
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
他
の
記
録
に
よ
っ
て
も
、
明
ら
か
に
「
本
圃
人
」
や
「
朝
鮮

一
四
ム
二
)
か
ら
世
宗
六
年
(
明
永
築
二
十
二
年
、

今
回
二
四
)
ま
で

人
」
、
「
本
園
江
界
人
」
と
説
明
し
た
も
の
の
ほ
か
、
名
前
の
畢
が
っ
て
い
る
一
一
一
人
の
姓
の
中
に
、
朴
四
人
、
金
三
人
、
李
一
人
、
丈
一
人
を

確
認
で
き
、
朝
鮮
系
の
遼
東
高
麗
人
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
一
一
一
一
年
間
の
逃
亡
者
集
園
の
規
模
は
、
最
大
で
も
四

O
人
程
度
で
あ

る
。
最
も
逃
亡
が
集
中
し
た
世
宗
四
年
(
明
永
楽
二
十
年
、

一
四
二
O
)
に
は
、
約
二
五

O
人
が
朝
鮮
に
逃
来
し
た
が
、

や
は
り
靖
難
の
役
を
原

因
と
す
る
逃
亡
者
の
数
と
を
比
べ
る
と
は
る
か
に
少
な
い
の
で
あ
る
。

靖
難
の
役
の
時
、
朝
鮮
太
宗
は
、
逃
亡
し
て
き
た
遼
東
人
が
朝
鮮
系
の
高
麗
人
な
の
で
、
「
本
圃
人
」
と
し
て
大
規
模
に
受
け
入
れ
た
が
、

9 

永
山
栄
帝
は
欽
差
を
迭
っ
て
直
接
そ
れ
ら
の
人
々
の
迭
還
を
要
求
し
た
。
そ
の
た
め
か
、
今
回
の
逃
亡
者
に
封
す
る
朝
鮮
王
朝
の
態
度
は
、
前
回
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と
は
大
き
く
異
な
り
、
「
中
園
遺
民
は
達
達
を
避
け
て
績
々
と
平
安
遁
の
遺
界
に
来
た
が
、
全
員
遼
東
へ
迭
還
し
た
」
と
、
『
朝
鮮
世
宗
貫
録
」

が
惇
え
る
よ
う
に
、
護
見
さ
れ
た
逃
亡
者
は
、
明
側
に
要
求
さ
れ
な
い
う
ち
に
み
な
遼
東
へ
迭
還
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
朝
鮮
王
朝

の
方
針
と
し
て
、
逃
亡
者
は
も
ち
ろ
ん
、
女
異
人
に
よ
っ
て
女
異
人
居
住
匝
へ
と
連
行
さ
れ
た
の
ち
朝
鮮
へ
逃
げ
蹄
っ
た
人
々
や
、
遼
東
か
ら

朝
鮮
へ
の
逃
来
者
に
つ
い
て
も
、
遼
東
高
麗
人
と
そ
れ
以
外
の
遼
東
人
を
問
わ
ず
に
迭
還
し
た
。
こ
の
よ
う
に
政
府
の
方
針
に
よ
っ
て
朝
鮮
へ

(
必
)

逃
亡
し
て
も
結
局
は
送
還
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
賓
情
は
、
遼
東
の
高
麗
入
社
舎
に
も
、
次
第
に
惇
わ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
永
梁
朝
の
明
朝
鮮
聞
の
人
的
流
動
は
、
靖
難
の
役
終
結
後
の
明
の
強
硬
な
返
還
要
求
に
始
ま
り
、
靖
難
の
役
の
際
に
朝
鮮

に
流
出
し
た
高
麗
人
を
中
心
と
し
た
遼
東
人
は
ほ
と
ん
ど
全
員
迭
還
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
氷
山
栄
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
を
直
接
の
原
因
と
し
て
、
再

び
遼
東
か
ら
朝
鮮
へ
の
流
出
が
費
生
し
た
。
明
は
朝
鮮
に
流
出
し
た
遼
東
人
の
返
還
を
強
硬
に
は
要
求
し
な
か
っ
た
が
、
朝
鮮
側
は
建
丈
政
権

よ
り
軍
事
力
が
強
く
、

し
か
も
朝
鮮
に
近
い
北
方
を
根
擦
地
と
し
た
、
水
築
政
権
に
配
慮
し
て
流
亡
者
た
ち
を
遼
東
に
返
還
し
た
。
こ
う
し
て
、
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遼
東
か
ら
高
麗
人
が
、
逃
亡
し
て
き
て
も
、
さ
還
さ
れ
た
の
に
釘
し
て
、
朝
鮮
か
ら
の
流
亡
者
は
遼
東
に
迭
還
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の
で
雨

園
聞
の
人
口
流
動
は
朝
鮮
か
ら
明
の
遼
東
へ
の
一
方
的
な
も
の
と
な
っ
た
。

信
用
二
立
早

、
水
柴
以
降
か
ら
朝
鮮
の
役
以
前
の
朝
鮮
人
の
遼
東
移
住

第
一
節

世
宗
後
期
の
遼
東
流
亡

遼
東
の
情
勢
は
、
封
モ
ン
ゴ
ル
戦
争
を
推
進
し
て
い
た
永
梁
帝
の
死
を
境
に
、
安
定
化
し
て
い
っ
た
。
「
海
束
の
亮
舜
」
と
栴
さ
れ
た
朝
鮮

世
宗
大
王
(
一
四
一
九
l
一
四
五
O
)
は
、
ハ
ン
グ
ル
創
製
、
皐
問
の
機
関
で
あ
る
集
賢
殿
の
設
置
の
よ
う
な
丈
化
事
業
お
よ
び
国
家
の
諸
制
度

の
整
備
に
力
を
入
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
南
道
の
民
の
北
方
へ
の
移
民
や
北
部
遺
境
地
域
の
経
菅
、
女
異
人
に
封
す
る
戦
争
な
ど
の
事
業
も
行
つ

(
幻
)

一四
O
四
)
、
朝
鮮
は
明
と
交
渉
し
て
銭
嶺
以
北
の
十
一
の
女
員
部
落
の
統
治
権
を
獲
得
し
、

た
。
太
宗
四
年
(
明
、
水
梁
二
年
、

つ
い
で
世
宗
時



代
に
は
北
東
の
戚
吉
遁
地
方
と
鴨
緑
江
上
流
地
方
に
州
郡
を
設
置
し
た
が
、
こ
う
し
た
北
方
経
営
は
女
異
人
と
の
紛
争
を
起
こ
し
た
。
遺
境
地

域
の
紛
争
に
釘
し
、
世
宗
十
五
年
(
明
宣
徳
八
年
、

一
四
三
一
二
)
前
後
か
ら
世
宗
三
十
二
年
(
明
景
泰
一
川
年
、

一
四
五

O
)
ま
で
の
世
宗
の
後
期
に

は
、
朝
鮮
は
封
女
員
の
軍
事
進
攻
お
よ
び
い
く
つ
か
の
防
御
策
を
講
じ
た
。
こ
う
し
た
防
御
策
は
、
明
の
使
節
の
頻
繁
な
往
来
に
苦
し
ん
で
き

(
崎
)

た
遺
境
地
域
の
住
民
や
内
地
か
ら
の
移
民
に
封
す
る
労
役
と
兵
役
を
強
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
れ
ら
は
逃
亡
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

朝
鮮
太
宗
が
永
印
刷
宋
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
に
よ
っ
て
逃
亡
し
て
き
た
遼
東
人
を
全
員
送
還
し
た
の
ち
、
遼
東
情
勢
の
鎮
静
化
に
よ
り
遼
東
人
の

朝
鮮
へ
の
逃
亡
は
貫
録
記
事
か
ら
次
第
に
見
え
な
く
な
り
、
世
宗
朝
の
前
半
で
は
、
朝
鮮
の
北
部
遺
境
の
女
異
人
地
域
へ
の
進
出
の
結
果
、
現

地
お
よ
び
近
く
の
女
員
部
族
と
の
紛
争
が
頻
繁
に
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
朝
鮮
は
、
女
異
人
の
奴
隷
と
な
っ
た
遼
東
人
が
朝
鮮
に
亡
命
す
る

(
羽
)

と
、
直
ち
に
遼
東
へ
迭
還
し
、
女
員
人
地
域
か
ら
朝
鮮
へ
開
園
し
た
朝
鮮
人
は
女
異
人
に
送
還
し
な
か
っ
た
の
で
、
農
業
勢
働
力
を
求
め
る
女

異
人
集
園
が
し
ば
し
ば
朝
鮮
北
部
に
進
攻
し
て
居
民
を
連
行
し
た
。
世
宗
十
四
年
(
明
宣
徳
七
年
、

一
四
三
二
)
、
鴨
緑
江
上
流
の
間
延
が
忽
刺

温
冗
秋
恰
と
思
わ
れ
る
女
異
人
の
集
圏
に
侵
入
さ
れ
、
朝
鮮
官
軍
が
破
れ
、
多
く
の
居
民
が
連
行
さ
れ
た
。
の
ち
、
鴨
線
江
支
流
の
婆
猪
江
流

(ω) 

域
に
住
む
李
涌
柱
は
忽
刺
温
冗
秋
恰
に
連
行
さ
れ
た
朝
鮮
人
を
奪
回
し
た
と
し
て
、
六
四
人
を
朝
鮮
に
送
還
し
た
。
朝
鮮
は
李
漏
柱
こ
そ
朝
鮮
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に
侵
攻
を
行
っ
た
も
の
と
し
、
世
宗
十
五
年
(
明
宣
徳
八
年
、

(
日
)

が
動
員
さ
れ
、
李
漏
柱
の
建
州
衛
村
落
を
襲
撃
し
た
。
こ
の
軍
事
進
攻
以
降
も
、
女
員
人
の
小
規
模
進
攻
は
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
い
た
。
世
宗

(
臼
)

一
四
三
七
)
、
平
安
道
七
、
八

O
O
人
の
軍
隊
が
鴨
線
江
を
渡
り
、
再
び
李
満
柱
の
建
州
女
員
を
攻
撃
し
た
。
こ
う
し
た

一
四
一
三
二
)
、
平
安
遁
一

O
、
0
0
0人
と
黄
海
道
五
、

0
0
0
人
か
ら
な
る
軍
隊

十
九
年
(
明
正
統
二
年
、

軍
事
行
動
も
女
異
人
を
消
滅
で
き
ず
、

さ
ら
に
也
先
な
ど
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
勢
力
が
牽
頭
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
は
北
遺
防
衛
に
力
を
注

、a
マ
，

-o

、ν手
ム朝

鮮
は
女
異
人
の
攻
撃
を
受
け
、
婆
猪
江
流
域
の
建
州
女
異
に
出
兵
し
て
か
ら
、
女
異
人
に
封
す
る
防
御
策
と
し
て
、
鴨
緑
江
が
凍
結
す
る

11 

前
に
居
民
を
遺
境
の
邑
城
に
移
動
さ
せ
る
「
入
保
」
と
、
冬
季
に
朝
鮮
内
地
の
軍
人
を
遺
境
に
駐
屯
さ
せ
る
「
赴
防
」
を
強
化
し
た
。
こ
の
よ

う
な
針
策
に
よ
っ
て
遺
境
地
域
の
安
全
が
あ
る
程
度
保
障
さ
れ
た
も
の
の
、
現
地
居
民
は
そ
の
負
捨
に
苦
し
ん
だ
。
そ
の
上
、
平
安
遁
で
は
遺
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境
軍
事
撮
貼
に
お
け
る
邑
城
の
築
城
事
業
も
行
わ
れ
た
。
世
宗
十
七
年
(
明
宣
徳
十
年
、

一
四
三
五
)
平
安
這
監
司
は
そ
の
年
の
邑
城
の
築
城
計

書
一
に
反
封
す
る
理
由
と
し
て
、
上
奏
文
に
は
平
安
這
の
状
況
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

一
四
三
三
)
以
来
、
連
年
農
業
が
不
作
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
人
々
は
み
な
義
倉
に
頼
り
、
飢
謹

は
す
で
に
深
刻
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
冬
も
夏
も
、
険
し
く
遠
い
遁
も
顧
み
ず
鴨
緑
江
へ
遺
境
防
衛
に
行
き
、
さ
ら
に
今
年
は
朝
廷
や

(
日
)

本
圃
の
使
節
が
頻
繁
に
遼
東
を
通
り
、
迎
迭
の
人
馬
が
疲
弊
し
て
い
る
。

突
丑
年
(
朝
鮮
世
宗
十
五
年
、
明
宣
徳
八
年
、

世
宗
二
十
二
年
(
正
統
五
年
、

一
四
四
O
)
右
議
政
申
襲
は
「
入
保
」
「
赴
防
」
「
築
城
」
に
よ
っ
て
平
安
遁
の
民
が
苦
し
み
、
流
亡
の
人
が
積
出(

日
)

し
て
い
る
と
世
宗
大
王
に
報
告
し
、
解
決
策
と
し
て
中
園
や
白
園
の
高
麗
時
代
の
よ
う
に
、
遺
境
地
域
に
長
城
を
建
設
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

世
宗
は
こ
の
提
案
を
受
け
入
れ
、
世
宗
二
十
二
年
(
明
正
統
五
年
、
一
四
四
O
)
か
ら
世
宗
三
十
二
年
(
明
景
泰
元
年
、

(
日
)

長
城
を
建
設
し
た
が
、
こ
の
北
遺
防
禦
政
策
の
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
逆
に
平
安
遁
お
よ
び
隣
接
す
る
黄
海
道
に
新
た
に
大
き
な
負
捨
を
強
い

一
四
五
O
)
に
か
け
て

る
こ
と
と
な
っ
た
。
世
宗
二
十
三
年
(
明
正
統
六
年
、

一
四
四
一
)
の

『
貫
録
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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〔
平
安
這
の
民
は
〕
発
丑
の
年
(
世
宗
十
五
年
、

一
四
三
一
二
)
に
女
員
人
に
侵
略
さ
れ
て
か
ら
、
遺
境
の
防
衛
に
苦
し
み
、
生
活
の
困
窮
の
様

は
他
遁
に
倍
し
た
。
今
ま
た
築
城
し
て
、
南
道
と
黄
海
の
民
は
路
は
通
じ
ず
食
糧
も
絶
え
、
粥
を
す
す
っ
て
飢
え
に
苦
し
み
、
そ
の
う
え

(
同
)

書
一
夜
工
事
を
監
督
さ
れ
、
あ
る
も
の
は
護
狂
し
、
ま
た
あ
る
も
の
は
病
死
し
て
し
ま
っ
た
。

同
年
、
都
観
察
使
皇
甫
仁
が
都
に
一
民
っ
て
、
平
安
這
の
状
況
を
報
告
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
平
安
遁
沿
遣
の
三
一
二
戸
の
現
地
居
民
と
移
入
居

(
貯
)

民
二
七

O
戸
、
黄
海
道
の
軍
人
二
一

O
人
が
逃
亡
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
世
宗
二
十
九
(
一
止
統
十
二
年
、

一
四
四
七
)
年
の

『
賓
録
」
に
は
以
下

の
よ
、
つ
に
あ
る
。

そ
の
時
築
城
し
て
お
り
、
遺
民
が
大
い
に
苦
し
ん
だ
。
民
は
蓑
を
着
て
躍
を
お
お
い
、
あ
る
い
は
土
を
食
べ
て
腹
を
裂
き
、
あ
る
者
は
疫

病
で
、
あ
る
い
は
工
事
で
死
に
、
遼
溶
に
流
入
し
た
も
の
は
何
千
人
に
上
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
連
れ
だ
っ
て
逃
亡
す
る
の
は
平
安
道
の

(
同
)

ど
こ
で
も
そ
の
朕
態
で
あ
る
。



築
城
工
事
が
違
民
の
疲
弊
や
流
亡
を
引
き
起
こ
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
宗
時
期
の
長
城
建
築
は
最
後
ま
で
つ
づ
け
ら
れ
た
。
朝
鮮
世
宗
三

十
一
年
(
正
統
十
四
年
、

一
四
四
九
九
左
議
政
河
演
の
上
書
に
こ
の
よ
う
に
あ
る
。

近
来
、
も
と
の
住
民
お
よ
び
数
年
来
移
住
し
て
来
た
人
々
は
一
高
三
千
四
百
四
十
館
名
が
流
亡
し
、
流
亡
し
て
ど
こ
へ
行
っ
た
か
わ
か
ら

(
閃
)

な
い
者
も
ま
た
大
勢
い
る
。
士
卒
人
民
が
衰
弱
す
る
こ
と
、
こ
の
平
安
遁
を
上
回
る
も
の
は
な
い
。

以
上
の
史
料
か
ら
、
世
宗
後
期
か
ら
、
女
異
人
と
の
紛
争
と
遺
境
防
御
工
事
な
ど
に
よ
っ
て
、
平
安
遁
の
人
々
の
生
活
が
困
窮
し
て
お
り
、

住
民
は
遼
東
を
始
め
ほ
か
の
地
域
に
流
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
長
城
の
築
城
事
業
が
住
民
逃
亡
を
さ
ら
に
加
速
し
た
と
判
断
で
き
る
。

(ω) 

の
記
述
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
朝
鮮
の
平
安
這
で
は
、
世
宗
十
五
年
(
明
白
日
徳
八
年
、

以
上
の
理
由
と
『
朝
鮮
丈
宗
貫
録
』

一
四
三
三
)
の
女

員
出
兵
以
降
、
世
宗
時
代
末
の
平
安
遁
人
は
兵
力
動
員
や
軍
事
防
御
に
使
わ
れ
、
農
業
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
不
作
の
年
が

績
き
、
飢
鐘
疾
病
が
お
こ
り
、
生
活
賦
況
が
著
し
く
悪
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
同
じ
頃
、
園
境
を
越
え
た
遼
東
で
は
朝
鮮

側
と
は
状
況
が
正
反
封
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
朝
鮮
大
臣
李
季
旬
は
、
彼
が
書
状
官
と
し
て
明
に
入
国
し
た
宣
懐
六
年
(
朝
鮮
世
宗
十
三
年
、

一
四
三
会
)
ご
ろ
と
比
べ
て
の
ち
の
正
統
年
間
(
朝
鮮
世
宗
十
八
年
か
ら
一
一
一
十
一
年
、

(
日
)

た
と
報
告
し
て
い
る
。
逆
に
朝
鮮
側
の
平
安
遁
は
世
宗
十
五
年
(
明
宣
徳
八
年
、
一
四
一
二
三
)
を
境
に
生
活
状
況
が
悪
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
朝
鮮
の
平
安
遁
側
と
明
の
遼
東
側
の
状
況
の
差
が
、
朝
鮮
か
ら
遼
東
へ
の
流
出
を
促
し
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

一
四
三
六
!
一
四
四
九
)
の
遼
東
枇
舎
が
裕
一
帽
で
安
定
し
て
い
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し
か
し
、
以
上
引
用
し
た
史
料
の
多
く
は
世
宗
時
代
後
期
に
平
安
逼
の
生
活
佼
件
が
悪
く
な
り
、
住
民
が
相
次
い
で
逃
亡
し
た
こ
と
を
一
不
す

だ
け
で
あ
り
、
逃
亡
の
行
き
先
を
具
樫
的
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
遼
溶
に
流
入
し
た
も
の
は
何
千
人
に
上
る
か
も
わ
か
ら
な
い
」

の
よ
う
な
議
論
は
あ
る
も
の
の
、
推
測
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
時
期
の
逃
亡
者
の
遼
東
流
入
は
、
さ
ら
な
る
誼
明
を
要
す
る
。

一
四
四
三
)
に
か
け
て
、
朝
鮮
E
l
安
遁
人
で
あ
る
任
氏
と
そ
の

(
位
)

子
孫
知
人
十
数
人
に
よ
る
遼
東
流
亡
事
件
が
起
こ
り
、
朝
鮮
と
明
の
聞
の
園
際
問
題
に
設
展
し
た
。
河
内
氏
・
孫
氏
と
も
こ
の
史
料
を
引
用
し

世
宗
二
十
四
年
(
明
正
統
七
年
、

一
四
四
二
)
か
ら
二
十
五
年
(
明
-
止
統
八
年
、

13 

て
こ
の
人
た
ち
は
も
と
東
寧
衡
人
と
判
断
し
て
い
る
が
、
史
料
を
謹
む
限
り
、
束
寧
衡
に
な
ん
ら
か
の
闘
係
を
持
っ
た
平
安
遁
朝
鮮
人
の
可
能



14 

性
も
高
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
朝
鮮
人
の
遼
東
逃
亡
が
園
際
問
題
に
ま
で
琵
展
し
た
こ
と
は
朝
鮮
王
朝
の
ほ
か
の
時
代
で
は
起
こ
っ
た
こ
と
が

な
い
。
こ
の
逃
亡
事
件
は
昔
時
の
大
き
な
流
れ
を
現
わ
し
た
事
件
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
数
十
年
後
の
成
宗
朝
で
は
、
流
亡
に
閲

す
る
議
論
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
朝
鮮
人
は
遼
東
在
住
の
高
麗
人
に
出
舎
、
っ
と
、
移
住
の
時
代
を
聞
く
こ
と
が
多
い
。
彼
ら
の
答
え

に
は
確
賓
な
年
月
は
見
え
な
い
が
、
そ
の
内
容
を
分
析
し
て
み
る
と
、
流
亡
を
賓
詮
す
る
重
要
な
糸
口
に
な
る
。
成
宗
十
九
年
(
明
弘
治
元
年
、

一
四
八
八
)
、
朝
鮮
大
臣
権
柱
は
成
宗
十
六
年
(
明
成
化
二
十
一
年
、

一
四
八
五
)
の
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
遮
ベ
た
。

た員臣
O~ が

Y ぐ

の
と
き
属
寧

至
る
と

一
人
の
馬
卒
が
我
が
園
の
言
葉
で
「
私
の
祖
父
の
代
に
流
亡
し
て
よ
り
、
こ
こ
に
投
寓
し
た
」
と
言
つ

一
四
八
八
)
、
明
に
漂
流
し
た
朝
鮮
人
崖
痔
と
遼
陽
で
出
曾
っ
た
遼
東
高
麗
人
僧
侶
の
戒
勉
は
「
私
は
も

(
併
)

と
も
と
朝
鮮
人
で
あ
り
、
祖
父
が
こ
こ
に
逃
が
れ
て
き
て
、
私
で
三
代
目
に
な
る
」
と
い
う
。
こ
の
ほ
か
、
成
宗
十
九
年
(
明
弘
治
一
五
年
、

ま
た
、
成
宗
十
九
年
(
明
弘
治
元
年
、

四
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八
八
)
八
月
、
使
節
察
書
の
賦
啓
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

臣
が
見
た
と
こ
ろ
、
東
八
拍
の
人
は
、

み
な
我
が
圃
の
言
葉
を
解
し
、
平
安
遁
の
人
と
愛
わ
ら
な
い
。
あ
る
人
は
我
々
の
泊
ま
る
と
こ
ろ

に
来
て
脆
奔
し
て
「
令
公
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
出
身
を
問
、
っ
と
、

み
な
平
安
遁
の
人
で
あ
る
と
云
う
。
あ
る
人
は
租
父
か
ら
、
ま
た
あ
る
人

は
曾
祖
父
か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
と
い
う
が
、
(
貫
は
ど
の
世
代
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
み
な
近
年
に
逃
来
し
た

(
m
w
)
 

も
の
で
あ
ろ
、
っ
。

上
速
の
三
人
が
高
麗
人
と
出
合
っ
た
時
期
は
三
年
間
に
集
中
し
て
い
る
。
察
書
は
東
八
結
の
人
の
話
を
疑
っ
て
い
た
が
、
祖
父
の
代
か
ら
遼
東

へ
移
住
し
た
と
い
う
賄
は
相
違
が
な
い
か
ら
、
そ
う
い
う
時
期
に
朝
鮮
人
の
大
流
亡
が
お
こ
り
、
多
く
の
朝
鮮
人
が
遼
東
へ
移
住
し
て
、
遼
束

高
麗
人
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
数
十
年
後
、
現
地
の
漢
人
を
中
心
と
し
た
枇
舎
に
と
け
こ
ん
で
い
な
か
っ
た
高
麗
人
の
多
く
は
元
代
か
ら
遼

東
に
住
ん
で
い
た
高
麗
人
で
は
な
く
、
朝
鮮
か
ら
の
新
移
民
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
数
十
年
前
移
住
し
た
朝
鮮
人
を
中
心
と
し
た
遼
東
高
麗
人

の
多
く
が
移
民
時
期
を
祖
父
の
代
と
言
っ
た
こ
と
は
事
賓
で
あ
ろ
う
。
う
そ
を
つ
く
な
ら
ば
、
遼
東
に
は
古
く
か
ら
高
麗
人
移
民
が
住
ん
で
い



た
の
だ
か
ら
、
も
っ
と
古
い
時
代
に
来
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
疑
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
成
宗
十
六
年
l
十
九
年
(
一
四
八
五
!
一
四
八
八
)

よ
り
三
代
前
の
少
な
く
と
も
四

O
年
以
上
前
に
平
安
這
人
の
大
規
模
な
遼
東
流
亡
が
起
こ
っ
た
。
四

O
年
前
は
一
四
四
八
年
、
世
宗
三
十
年
で
、

世
宗
時
代
の
前
後
三

O
年
の
期
聞
は
組
父
の
代
を
カ
バ
ー
で
き
る
の
で
、
高
麗
人
の
移
住
は
世
宗
時
代
に
起
こ
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
分
析
に
よ
り
以
下
の
三
つ
の
篠
件
が
奉
げ
ら
れ
る
。

一
、
世
宗
後
期
の
平
安
這
の
人
々
は
ど
こ
か
へ
大
量
に
流
出
し
た
。

二
、
世
宗
後
期
の
明
側
の
遼
東
は
朝
鮮
側
の
平
安
遁
よ
り
吠
況
が
よ
く
、
生
活
し
や
す
か
っ
た
。

三
、
遼
東
の
高
麗
人
は
も
と
平
安
道
人
で
あ
り
、
世
宗
時
代
に
遼
東
へ
移
住
し
た
と
い
う
。

以
上
の
三
つ
の
係
件
を
封
照
し
て
考
え
る
と
、
世
宗
時
代
(
一
四
一
九
i
一
四
五
O
)
後
期
に
首
た
る
世
宗
十
五
年
(
明
宣
徳
八
年
、

以
降
、
平
安
道
人
は
労
役
に
苦
し
め
ら
れ
た
た
め
、
平
安
道
よ
り
朕
況
が
よ
い
遼
東
へ
の
大
流
亡
が
起
こ
っ
た
に
違
い
な
い
。

四

第
二
節

世
宗
以
降
の
賦
況
お
よ
び
遼
東
流
亡
の
ピ

l
ク
時
期

15 

(
前
)

長
城
建
設
事
業
は
、
丈
宗
時
代
(
一
四
五
一

l
一
四
五
二
)
に
入
っ
て
中
止
さ
れ
た
。
官
一
組
時
期
(
一
五
六
八
l
一六
O
九
)
に
い
た
る
ま
で
、

朝
鮮
人
の
遼
東
流
亡
は
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
こ
の
聞
に
お
け
る
流
亡
者
数
の
時
代
的
壁
化
を
具
睦
的

に
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
漠
然
と
成
宗
時
代
(
一
四
七
O
l
一
四
九
四
)
に
流
亡
者
数
が
最
も
多
か
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
輿
え
て
し
ま
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
主
に
成
宗
時
代
や
燕
山
君
時
代
(
一
四
九
五
1
一五
O
五
)
の
朝
鮮
大
臣
の
議
論
に
注
目
し
て
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
に
原
因
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
成
宗
年
聞
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
遼
東
流
出
に
閲
す
る
議
論
は
相
嘗
多
い
。
そ
の
た
め
、
遼
東
流
亡
の
ピ

l
ク
が
成
宗
朝
に

あ
っ
た
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
必
ず
し
も
朝
鮮
政
府
内
で
の
議
論
の
多
さ
が
賓
際
の
流
出
人
数
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
成
宗

朝
は
た
だ
議
論
の
み
が
活
設
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
、
世
宗
朝
こ
そ
最
も
流
出
入
口
が
多
か
っ
た
時
代
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
具
睦
的
に
検
討

15 

し
て
み
よ
、
っ
。
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『
朝
鮮
王
朝
貫
録
」
に
は
、
成
宗
十
一
年
の
明
に
よ
る
鳳
風
城
築
城
計
童
に
釘
す
る
朝
鮮
大
臣
た
ち
の
議
論
が
多
く
現
れ
る
。
そ
の
内
容
は

主
に
東
八
姑
で
築
城
が
行
わ
れ
る
と
、
こ
れ
ま
で
人
が
住
ん
で
い
な
か
っ
た
地
域
が
明
の
内
地
に
な
り
、
朝
鮮
人
の
遼
東
流
亡
が
よ
り
接
大
す

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
『
明
代
満
蒙
史
料
李
朝
貫
録
抄
』
に
は
、
世
宗
朝
(
明
、
水
…
梁
十
七
年
l
景
泰
元
年
、

(
訂
)

四
五
O
)
以
降
朝
鮮
の
役
以
前
の
朝
鮮
人
の
遼
東
流
亡
に
関
す
る
記
録
が
五

O
候
近
く
記
さ
れ
て
い
る
。
全
て
の
記
録
を
網
羅
し
て
い
る
と
は

四

九

い
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
『
朝
鮮
王
朝
賓
録
』
に
お
け
る
遼
東
流
亡
に
闘
す
る
記
述
の
頻
度
が
わ
か
る
。

成
宗
時
代
の
議
論
で
は
、
明
の
築
城
が
明
人
の
鴨
線
江
方
面
へ
の
進
出
を
促
し
、
そ
の
刺
激
に
よ
っ
て
平
安
遁
民
の
流
出
が
掻
大
す
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
の
表
明
が
半
分
以
上
を
占
め
る
。

朝
鮮
側
で
遼
東
流
亡
問
題
が
最
も
集
中
的
に
提
起
さ
れ
る
の
は
、
明
が
東
八
結
で
鳳
風
城
な
ど
の
城
を
築
い
た
時
で
あ
り
、
(
貫
際
の
流
亡
よ

り
流
亡
現
象
の
掻
大
を
懸
念
し
て
こ
の
問
題
を
議
論
す
る
ケ
l
ス
が
多
い
。
し
か
し
、
信
侶
お
よ
び
犯
罪
者
な
ど
特
別
な
場
合
を
除
き
、
朝
鮮

ケ
ー
ス
は
少
な
い
。

い
く
つ
か
の
具
瞳
例
を
見
る
と
、
逆
に
こ
の
時
代
の
流
亡
現
象
は
彼
ら
が
考
え
て
い
た
よ
り
も
遥
か
に
少
な
か
っ
た
と
思

16 

人
の
遼
東
逃
亡
の
誼
撮
は
乏
し
い
。
平
安
道
人
の
流
亡
問
題
を
議
論
す
る
朝
鮮
大
臣
が
多
い
と
は
い
え
、
具
瞳
的
に
例
を
奉
、
げ
て
説
明
す
る

わ
れ
る
。
ま
た
、
世
宗
時
代
の
長
城
築
城
の
時
の
よ
う
な
平
安
遁
民
の
逃
亡
人
数
の
具
瞳
的
な
数
字
も
一
不
さ
れ
て
い
な
い
。

平
安
遁
民
の
遼
東
流
亡
問
題
を
議
論
す
る
朝
鮮
大
臣
は
少
な
く
な
い
が
、

ほ
と
ん
ど
が
他
人
の
受
け
責
り
で
、
信
恵
性
が
低
く
逃
亡
に
封
す

る
懸
念
の
高
ま
り
を
一
志
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
紙
幅
に
限
り
が
あ
り
、
す
べ
て
の
議
論
を
引
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
議

論
を
提
起
し
た
代
表
的
な
人
物
と
し
て
、
世
宗
二
十
三
年
(
明
正
統
六
年
、

一
四
回
二
か
ら
世
宗
・
丈
宗
・
魯
山
君
・
世
租
・
容
宗
・
成
宗
の

六
朝
を
経
て
、
成
宗
十
三
年
(
明
成
化
十
八
年
、

一
四
八
二
)
に
浸
し
た
梁
誠
之
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
彼
は
最
も
流
亡
問
題
を
重
嗣
す
る
朝

鮮
大
臣
と
い
え
る
。
『
世
宗
{
貫
録
』
、
『
丈
宗
賓
録
』
な
ど
の
編
纂
に
参
加
し
た
史
官
と
し
て
、
世
宗
時
代
に
平
安
遁
人
が
遼
東
に
大
流
亡
し
た

一
幣
史
を
熟
知
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
上
述
の
六
朝
の
う
ち
、
丈
宗
朝
以
外
の
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
流
亡
問
題
を
議
論
し
て
い
る
。
遼

(
山
山

)

(

ω

)

東
遷
堵
修
築
の
時
や
鳳
風
城
築
城
の
時
に
、
員
っ
先
に
流
亡
問
題
を
持
ち
出
し
て
議
論
し
た
人
こ
そ
梁
誠
之
で
あ
っ
た
。
梁
誠
之
は
「
西
人
が



(
同
)

東
寧
衡
に
入
る
こ
と
と
野
人
が
三
輔
に
留
居
す
る
こ
と
を
常
に
切
切
と
心
配
し
た
」
が
、
ど
の
時
期
も
流
亡
問
題
が
同
じ
く
額
著
で
あ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
か
ら
、
彼
は
朝
鮮
王
朝
の
大
臣
の
中
で
自
ら
の
政
治
主
張
と
し
て
流
亡
問
題
を
特
別
に
重
↓
咽
し
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

梁
誠
之
の
よ
う
に
い
つ
も
流
亡
問
題
を
持
ち
出
す
人
が
い
た
た
め
、
賓
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
流
亡
現
象
が
多
く
な
く
て
も
、
鳳
風
城
や
遼
東
遷
培

が
築
か
れ
た
際
に
、
流
亡
が
懸
念
さ
れ
、
債
く
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
朝
鮮
人
の
流
亡
問
題
は
、
現
賓
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、

将
来
に
封
す
る
懸
念
と
し
て
捉
え
た
ほ
う
が
遁
切
と
言
え
よ
う
。
成
宗
六
年
(
明
成
化
十
一
年
、

一
四
七
五
)
、
成
宗
大
王
が
経
荏
に
お
い
て
申

叔
舟
に
「
我
が
園
の
人
で
遼
東
へ
逃
げ
入
る
者
が
多
い
と
聞
い
た
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
禁
止
す
る
か
」
と
聞
く
と
、
申
叔
舟
は
、
信
侶
以
外

の
平
民
の
逃
亡
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
、
朝
鮮
使
節
が
出
合
っ
た
遼
東
の
高
麗
人
は
も
と
よ
り
朝
鮮
の
民
と
饗
わ
ら
な
か
っ
た
、
彼
ら
を
見

(
引
)

た
だ
け
で
平
安
道
人
が
流
亡
し
た
も
の
と
は
判
断
で
き
な
い
と
返
答
し
た
。
流
亡
問
題
に
最
も
閲
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
成
宗
時
代
で
も
流
亡

の
誼
擦
の
乏
し
さ
を
理
由
に
懐
疑
的
な
態
度
を
と
る
朝
鮮
大
臣
も
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
、
成
宗
時
代
は
明
人
の
東
八
坊
の
開
護
に
よ
り
流
亡
問
題
が
重
覗
さ
れ
た
時
代
で
は
あ
る
も
の
の
、
(
貫
際
に
は
大
規
模
な
流
亡
は
起
こ

17 

ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
世
宗
時
代
以
降
、
時
折
遼
東
へ
の
流
亡
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
恒
常
的
か
つ
大
規
模
な
こ
と
と
は
い
え
な

しミ
。

成
宗
以
前
の
世
租
時
代
と
そ
れ
以
降
の
燕
山
君
時
代
、
中
宗
時
代
の
賓
録
記
事
に
も
流
亡
に
閲
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
世
組
時
代
の
主
要
な

議
論
者
は
流
亡
問
題
を
政
治
主
張
と
す
る
梁
誠
之
で
あ
り
、
流
亡
に
闘
す
る
具
瞳
的
な
誼
擦
も
見
首
た
ら
な
い
。
『
燕
山
君
日
記
』
と

『
中
宗

貫
録
』
に
も
流
亡
に
闘
す
る
記
録
が
あ
る
が
、
燕
山
君
時
代
(
一
四
九
五
[
一
五
O
五
)
に
お
い
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
朝
鮮
竿
島
と
遼

東
中
十
島
の
聞
の
海
に
あ
る
海
浪
島
へ
の
明
人
・
朝
鮮
人
の
移
住
事
件
で
あ
る
。
中
宗
時
代
(
一
五
O
六
!
一
五
四
四
)
、
朝
鮮
の
関
心
は
、
明
人

が
鴨
緑
江
岸
に
移
住
し
て
き
た
た
め
朝
鮮
人
が
簡
単
に
逃
亡
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
封
す
る
危
慎
、
お
よ
び
朝
鮮
人
と
明
人
の
ト
ラ
ブ

ル
な
ど
に
集
中
し
て
い
た
。
成
宗
時
代
以
降
、
明
の
鴨
線
江
方
面
へ
の
進
出
に
よ
り
、
朝
鮮
人
と
遼
東
人
は
接
鰯
し
や
す
く
な
っ
た
。
明
人
は

17 

鴨
緑
江
の
北
の
地
に
移
住
し
て
き
で
、
鳳
風
城
な
ど
の
城
を
築
き
、
碧
撞
封
岸
の
鴨
緑
江
近
く
ま
で
遼
東
遷
培
を
築
い
た
。
こ
の
結
果
、
平
安
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(
た
)

這
は
女
異
人
居
住
地
と
の
隣
接
地
域
が
少
な
く
な
り
、
鴨
線
江
下
流
域
が
女
員
人
地
域
と
隔
離
さ
れ
、
あ
る
程
度
安
全
に
な
っ
た
こ
と
は
、
遺

境
地
域
の
住
民
の
兵
役
や
勢
役
を
軽
減
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
東
八
拍
の
朝
鮮
朝
貢
路
沿
線
に
城
壁
が
酷
在
し
て
、
明
軍
が

駐
屯
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
使
節
の
護
送
軍
の
負
捨
も
昔
ほ
ど
重
く
は
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
世
宗
時
代
に
平
安
道
人
が
流
出
し
た

原
因
と
し
て
は
、
こ
の
時
期
に
は
遺
境
防
御
の
負
捨
が
以
前
よ
り
は
る
か
に
軽
く
な
り
、
故
郷
を
離
れ
て
遼
東
へ
逃
亡
す
る
必
要
も
な
く
な
っ

た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
自
然
災
害
に
よ
る
飢
謹
に
見
舞
わ
れ
た
場
合
、
逃
亡
す
る
人
が
い
た
と
は
思
う
が
、
史
料
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
中
宗
朝
と
そ
れ
以
降
に
は
大
き
な
流
亡
事
件
が
起
こ
っ
て
い
な
い
。
中
宗
朝
以
降
、
平
安
遁
の
民
生
が
若
干
よ
く
な
っ
た
た
め
か
、
『
朝

鮮
賓
録
』
に
は
朝
鮮
人
の
遼
東
亡
命
の
記
事
ゃ
、
逃
亡
に
閲
す
る
議
論
も
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
賓
際
に
額
著
な
流
亡
現
象
が
な
か
っ
た
と

言
》
え
よ
、
っ
。

以
上
の
分
析
に
よ
り
、
世
宗
朝
後
期
に
は
平
安
道
人
の
遼
東
大
流
亡
が
起
こ
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
流
亡
が
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た

18 

」
と
が
確
認
さ
れ
た
。

社
弟
二
一
立
早

朝
鮮
の
役
に
よ
る
朝
鮮
人
の
流
入

第
一
節

明
軍
と
共
に
遼
東
へ
移
住
し
た
朝
鮮
人

一
五
九
二
年
(
明
蔦
暦
二
O
年
、
朝
鮮
宣
組
二
五
年
)
に
始
ま
る
朝
鮮
の
役
は
束
ア
ジ
ア
の
朝
鮮
・
日
本
・
明
の
三
国
が
深
く
関
わ
っ
た
戦
争

で
あ
る
。
戦
役
初
期
、

日
本
軍
は
慶
尚
道
に
上
陸
し
て
数
ヶ
月
の
聞
に
平
安
遁
北
部
お
よ
び
全
羅
遁
を
除
く
朝
鮮
の
ほ
ぼ
全
土
を
占
領
し
た
。

こ
の
時
、
以
前
よ
り
績
い
て
い
た
朝
鮮
人
の
遼
東
流
亡
が
戦
争
の
影
響
で
掻
大
し
た
か
の
よ
う
に
珠
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
朝
鮮
賓

録
』
に
は
、
こ
の
時
期
の
流
亡
記
録
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
「
明
将
は
我
が
固
か
ら
の
避
難
者
が
勝
手
に
鴨
緑
江
を
渡
る
こ
と
を
懸
念
し
て
、

(
ね
)

船
を
全
て
明
側
に
停
泊
さ
せ
て
い
た
」
と
い
う
記
事
の
み
が
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
大
規
模
な
難
民
流
動
は
起
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。



戦
争
勃
護
首
初
や
平
壌
が
占
領
さ
れ
て
宣
姐
さ
え
遼
東
に
避
難
し
よ
う
と
し
て
い
た
二
年
前
と
比
べ
て
、

一
五
九
四
年
(
明
蔦
暦
二
二
年
、
朝

鮮
宣
祖
二
七
年
)
に
は
よ
う
や
く
戟
争
が
膝
着
化
し
て
講
和
段
階
に
入
り
、
朝
鮮
が
人
民
の
動
向
に
注
意
を
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
年
に
は
民
を
逃
亡
さ
せ
な
い
、
明
軍
に
民
を
連
れ
て
行
か
せ
な
い
と
い
っ
た
記
事
が
増
え
て
い
る
。

今
年
、
西
路
で
は
飢
謹
と
疫
病
が
護
生
し
、
死
亡
者
が
多
く
出
て
、
生
き
残
っ
た
も
の
が
少
な
か
っ
た
。
(
中
略
)
遼
東
の
公
文
の
こ
と

を
聞
く
と
、
朝
鮮
流
民
の
救
済
を
許
す
命
令
が
あ
る
。
役
を
避
け
て
逃
げ
て
い
る
人
は
み
な
鴨
緑
江
を
渡
っ
て
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
計

(
九
)

書
一
を
抱
い
て
い
る
。
誠
に
小
さ
な
こ
と
で
は
な
い
。

首
初
、
明
側
は
大
規
模
な
難
民
を
受
け
入
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
鴨
緑
江
周
遣
に
防
備
を
施
し
た
が
、

の
ち
に
は
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
政

策
を
採
っ
て
い
た
と
き
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
朝
鮮
側
は
亡
国
の
危
機
に
あ
た
っ
て
、
官
一
組
が
明
に
亡
命
し
な
い
限
り
は
、
領
土
回
復
の

基
地
と
な
る
平
安
遁
の
民
を
筒
軍
に
は
逃
亡
さ
せ
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
少
人
数
の
避
難
民
ま
で
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ

貫
録
記
事
な
ど
の
史
料
か
ら
、
多
く
の
朝
鮮
人
が
蹄
固
す
る
明
軍
に
従
っ
て
遼
東
に
入
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
高
暦
時
代
の
燕
行
録
に
も
、

19 

ご
ミ
O

J
h
d

し

彼
ら
に
関
す
る
記
録
が
幾
っ
か
蔑
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
多
く
の
朝
鮮
人
は
明
軍
と
共
に
遼
東
に
流
亡
し
、
鴨
緑
江
か
ら
山
海
閥

朝
鮮
貢
遁
沿
い
に
居
住
し
て
い
た
。
特
に
遼
陽
・
債
寧
に
多
く
、
杏
山
・
盤
山
・
山
海
聞
外
な
ど
の
地
に
も
居
住
し
て
い
た
。

一
部
の
朝
鮮
人

は
明
軍
と
と
も
に
山
海
闘
に
入
っ
た
。
燕
行
録
に
は
、
朝
鮮
人
を
連
れ
て
蹄
因
し
た
明
将
官
だ
け
で
も
租
承
訓
・
李
登
雲
・
金
仁
園
・
麻
貴
・

修
養
正
・
劉
縫
な
ど
の
人
々
が
奉
げ
ら
れ
、
明
軍
に
従
っ
て
移
住
し
た
朝
鮮
人
の
多
さ
が
わ
か
る
。
東
征
軍
の
中
に
は
遼
東
軍
が
多
く
、
遼
東

軍
以
外
の
軍
隊
も
そ
の
後
遼
東
に
駐
屯
し
た
の
で
、
彼
ら
に
従
っ
た
朝
鮮
人
も
多
く
遼
東
に
居
住
し
た
。
そ
の
う
ち
の
多
く
の
朝
鮮
人
が
四
川

軍
の
劉
縫
軍
に
従
っ
て
遼
東
へ
行
っ
た
こ
と
が
複
数
の
記
事
か
ら
確
認
出
来
る
。
劉
紙
軍
は
長
く
朝
鮮
西
南
地
域
に
駐
屯
し
て
、
現
地
の
人
々

を
軍
中
に
召
集
し
た
。
『
朝
鮮
宣
租
貫
録
」
に
は
、
劉
縫
が
踊
園
す
る
直
前
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

19 

接
伴
使
金
噴
日
く
、
「
督
府
は
二
年
間
駐
屯
し
て
い
た
が
、
雨
南
の
飢
民
が
軍
管
の
中
に
投
入
し
て
、
あ
る
い
は
奴
稗
と
な
り
、
あ
る
い
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は
天
兵
と
結
婚
し
た
。
軍
中
に
繰
り
返
し
て
戒
め
て
、
〔
彼
ら
朝
鮮
人
を
〕
連
れ
て
踊
る
こ
と
を
許
さ
な
い
意
を
あ
ら
か
じ
め
督
府
に
惇
え

て
、
時
国
の
日
、
沙
唄
な
ど
の
場
所
や
、
大
同
江
・
鴨
緑
江
を
渡
る
時
、
官
員
を
祇
遣
し
て
検
査
し
て
、
明
側
に
渡
ら
せ
な
い
よ
う
に
す

(
市
)

る
」
と
。
上
は
備
達
司
に
命
じ
て
速
や
か
に
賓
行
さ
せ
た
。

備
達
司
の
回
啓
に
は
「
大
同
江
・
清
川
江
・
鴨
緑
江
を
渡
る
と
き
人
を
祇
遣
し
て
検
問
し
、
こ
の
前
の
よ
う
に
ひ
そ
か
に
鴨
緑
江
を
渡
る
問
題

(
苅
)

が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
せ
よ
」
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
明
軍
が
朝
鮮
人
を
連
れ
て
蹄
っ
て
い
た
こ
と
に
朝
鮮
側
は
気
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
、

朝
鮮
国
王
が
こ
の
よ
う
に
直
接
に
劉
縫
に
釘
し
て
軍
中
の
朝
鮮
人
を
明
に
連
れ
て
婦
ら
な
い
よ
う
要
求
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
劉
艇
は
聞
き

(
介
)

入
れ
な
か
っ
た
。
朝
鮮
園
王
は
劉
を
怒
ら
せ
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
言
わ
な
か
っ
た
。
け
っ
き
ょ
く
二
ヶ
月
後
、
朝
鮮
側
は
劉
挺

軍
よ
り
五
六

O
人
を
集
め
て
、
そ
の
う
ち
の
公
・
私
賎
民
で
も
砲
手
・
殺
手
と
し
て
、
も
と
の
主
人
が
連
れ
て
踊
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に

(
市
)

し
た
。
「
賓
録
」
に
は
こ
の
措
置
の
結
果
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
李
恒
一
帽
の
燕
行
録
に
は
朝
鮮
人
が
劉
縫
軍
と
一
緒
に
行
動
し
た
記
事
が

二
カ
所
あ
る
。
李
自
身
は
ほ
ぼ
「
寓
飴
」
人
い
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
同
じ
燕
行
録
に
見
え
る
劉
挺
配
下
の
権
鶴
と
い
う
朝
鮮
人
軍
人
の
話
で

20 

は
三

O
O人
以
上
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
具
瞳
的
な
人
数
は
恐
ら
く
擢
鶴
の
話
の
ほ
う
が
正
確
で
あ
ろ
う
が
、
遼
東
へ
流
入
し
た
朝
鮮
人
は
難

民
も
含
め
て
か
な
り
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

壬
辰
以
後
、
我
が
民
で
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
中
国
へ
避
難
す
る
者
は
頗
る
多
い
。
発
己
・
甲
午
の
年
、
連
年
の
大
飢
謹
が
護
生
す
る
に
至

り
、
そ
の
と
き
線
兵
劉
艇
が
長
い
間
雨
南
に
駐
屯
し
て
、
雨
南
の
飢
民
は
み
な
軍
中
に
就
傭
し
て
、
こ
れ
を
有
子
と
言
い
、
生
き
な
が
ら

え
る
こ
と
が
で
き
た
人
は
お
よ
そ
高
飴
人
い
る
。
劉
挺
軍
が
撤
退
す
る
時
、
そ
の
ま
ま
附
き
従
っ
て
渡
江
し
た
。
そ
の
時
か
ら
遼
由
民
あ
た

(
内
)

り
で
は
、
我
が
園
の
男
婦
牛
馬
が
中
十
分
近
く
に
な
っ
た
。
見
識
の
あ
る
も
の
は
深
く
悲
し
む
。

こ
こ
に
あ
る
「
我
が
民
で
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
中
園
へ
避
難
す
る
者
は
頗
る
多
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
時
期
の
流
民
の
拭
況
を
よ
く
表

し
た
も
の
と
言
え
る
。
以
上
の
記
録
か
ら
、
戦
争
の
際
、
朝
鮮
王
朝
の
政
令
が
行
わ
れ
ず
、
臣
民
を
統
制
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
様
子
が
う
か

が
わ
れ
る
。
こ
の
賦
況
下
で
は
、
朝
鮮
側
は
困
難
を
助
け
て
き
た
「
天
朝
」
の
将
官
に
白
園
の
民
を
連
れ
て
固
境
を
出
る
の
を
禁
止
す
る
こ
と



は
で
き
な
か
っ
た
。

一
六
一
九
年
(
寓
出
四
十
七
年
、
朝
鮮
光
海
君
四
年
)
サ
ル
フ
の
戟
い
の
際
、
劉
純
軍
の
一
部
と
朝
鮮
軍
が
集
合
し
て
東
路
軍
に
な
っ
た
。
劉

(

制

)

(

紅

)

縫
軍
の
主
力
軍
園
は
戦
争
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
劉
艇
の
部
下
は
「
親
丁
数
千
人
」
し
か
い
な
か
っ
た
。
親
丁
と
は
家
丁
、
私
奴
を
中

心
と
す
る
直
系
軍
圏
と
思
わ
れ
る
。
『
光
海
君
日
記
』
に
は
劉
艇
の
家
丁
(
一
部
は
将
校
に
も
な
っ
た
)
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
が
、
そ
の
う

(
W
M
)
 

ち
、
劉
吉
用
、
劉
吉
龍
、
劉
海
、
劉
午
な
ど
は
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
。

劉
艇
は
長
く
全
羅
遁
一
帯
に
駐
屯
し
た
か
ら
、
朝
鮮
人
を
多
く
受
け
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
賓
は
劉
縫
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
朝
鮮
人
が

明
の
将
官
の
家
丁
に
な
っ
て
い
る
。

李
登
雲
の
家
丁
一
人
が
来
て
拝
し
て
一
一
一
口
う
に
、
「
私
は
朝
鮮
人
で
す
。
壬
辰
年
乱
離
の
際
、
賊
に
脅
か
さ
れ
て
平
壌
に
た
ど
り
つ
き
、
賊

が
敗
れ
た
時
ま
た
唐
将
(
明
の
将
軍
)
の
李
登
雲
に
し
た
が
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
時
十
四
歳
で
し
た
」
と
。
登
雲
が
そ
れ
を
可
愛
い
が

(
幻
)

っ
て
、
自
ら
彼
を
養
っ
て
家
丁
と
し
た
。
妻
を
め
と
り
、
子
供
を
生
ん
だ
。
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(
叫
)

張
は
麻
提
督
に
し
た
が
っ
て
来
て
、
今
は
麻
公
の
部
下
の
親
兵
で
、
こ
の
鎮
内
(
贋
寧
)
に
い
る
。

杏
山
備
禦
麻
承
宗
は
前
細
川
兵
の
麻
貴
の
子
で
あ
り
、
家
丁
を
迭
っ
て
米
と
紙
を
も
と
め
た
。
(
中
略
)
そ
の
家
丁
は
我
が
園
清
州
の
鄭
姓

の
男
で
あ
る
0

(

中
略
)
彼
は
十
歳
の
時
、
高
経
理
に
従
っ
て
来
て
、
李
如
松
の
舎
人
と
な
っ
た
。

(
お
)

乗
っ
た
。
い
ま
麻
承
宗
に
仕
え
て
二
年
に
な
る
と
い
う
。

い
つ
わ
っ
て
李
姓
、
名
は
天
附
と
名

こ
れ
ら
の
朝
鮮
人
の
多
く
は
戦
争
の
中
で
親
族
を
失
い
、
落
ち
着
く
先
も
な
い
た
め
、
明
将
官
に
収
容
さ
れ
て
、
そ
の
親
兵
・
家
丁
と
な
り
、

姓
氏
も
主
人
の
姓
氏
に
改
め
た
。
こ
う
い
っ
た
経
緯
に
よ
っ
て
、
明
将
は
彼
ら
を
信
用
し
、
腹
心
と
し
て
使
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
多
く
は
朝
鮮

の
親
族
を
失
い
遼
東
で
家
庭
を
築
い
た
の
で
、
開
園
す
る
つ
も
り
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(

部

)

(

幻

)

朝
鮮
使
節
が
出
合
っ
た
流
亡
朝
鮮
人
は
軍
人
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
中
に
は
明
人
に
嫁
い
だ
人
や
、
商
人
と
し
て
成
功
し
た
人
、
乞
写
と
な

(

叩

叩

)

っ
た
人
な
ど
が
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
を
し
て
い
た
。
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第
二
節

朝
鮮
に
よ
る
迭
還
請
求
と
そ
の
結
果

朝
鮮
側
は
戦
争
に
よ
っ
て
遼
東
に
移
住
し
た
朝
鮮
人
の
こ
と
に
全
く
気
づ
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
戦
争
中
の
寓
暦
二
十
四
年
(
朝
鮮

宣
岨
二
十
九
年
、
一
五
九
六
)
十
二
月
、
北
京
へ
向
か
っ
て
出
護
し
た
柳
思
遠
が
す
で
に
遼
東
の
寧
遠
衡
・
山
海
開
外
・
盤
山
騨
で
流
亡
朝
鮮
人

(
鈎
)

に
出
合
っ
て
い
た
。
朝
鮮
の
役
の
期
間
、
朝
鮮
使
節
が
遼
東
貢
路
を
頻
繁
に
通
っ
た
の
で
、
朝
鮮
君
臣
は
遼
東
に
亡
命
し
て
い
た
朝
鮮
人
の
朕

況
を
あ
る
程
度
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
朝
鮮
役
が
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
蔦
暦
二
十
六
年
(
朝
鮮
宣
組
三
十
一
年
、
一
五
九
八
)
十
月
、
ソ

ウ
ル
を
出
て
、
翌
年
開
園
し
た
陳
奏
使
使
節
圏
の
正
使
李
恒
一
耐
・
副
使
李
廷
亀
・
書
状
官
黄
汝
一
の
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
燕
行
録
を
残
し
た
。
そ

の
う
ち
李
恒
一
拍
と
黄
汝
一
の
二
人
が
と
も
に
、
山
海
闘
外
に
滞
在
す
る
朝
鮮
人
が
蹄
固
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
李

恒
一
帽
「
朝
天
日
来
」
に
は
、
劉
縫
軍
中
の
朝
鮮
人
軍
人
権
鶴
が
、
開
園
し
よ
う
と
思
っ
て
親
戚
の
柳
成
龍
に
拝
謁
し
た
が
、
劉
縫
が
そ
れ
に
気

(
仰
)

づ
く
と
、
権
の
銀
二

O
O雨
を
差
し
押
さ
え
た
、
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
李
恒
一
輔
ら
朝
鮮
大
臣
が
帰
国
し
て
か
ら
朝
鮮
人
の
流
亡
賦

況
を
園
王
に
報
告
し
た
結
果
、
朝
鮮
側
は
流
亡
朝
鮮
人
を
取
り
戻
そ
う
と
決
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
陳
奏
使
一
行
が
開
園
し
た
高
暦
二
十
七
年

会
五
九
九
)
、
戦
争
が
終
わ
り
、
朝
鮮
か
ら
の
謝
恩
使
が
明
に
難
民
迭
還
を
請
願
す
る
任
務
を
も
兼
ね
た
。
『
孜
事
撮

22 

(
朝
鮮
宣
組
三
十
二
年
、

要
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

本
圃
人
民
で
天
兵
に
従
っ
て
江
を
渡
っ
た
も
の
は
遼
東
・
債
寧
・
山
海
闘
な
ど
に
寄
住
し
て
い
る
。
本
園
人
が
郷
土
へ
踊
る
こ
と
を
希
望

(
汎
)

す
る
の
を
見
て
、
兵
部
・
巡
撫
山
海
開
主
事
・
遼
東
な
ど
の
街
門
に
移
杏
し
て
、
全
て
調
査
の
上
で
迭
還
す
る
こ
と
を
請
願
し
た
。

し
か
し
、
『
致
事
撮
要
』
に
は
そ
の
結
果
ま
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
李
好
聞
の
『
五
峰
先
生
集
』
に
は
、
朝
鮮
が
明
に
流
民
査
還
を
求
め

(

川

出

)

(

m

m

)

(

川

出

)

る
呈
丈
が
三
つ
あ
る
。
「
遼
東
撫
院
山
海
開
分
司
等
街
門
査
還
人
口
呈
丈
」
、
「
兵
部
刷
還
呈
丈
」
、
「
山
海
開
三
次
呈
文
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

呈
丈
は
庚
子
年
(
寓
暦
二
十
八
年
、
朝
鮮
宣
租
三
十
三
年
、

一六
O
O
)
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
「
致
事
撮
要
』
に
記
載
さ
れ
た
請
願
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
。



李
好
聞
は
「
遼
東
撫
院
山
海
開
分
司
等
街
門
査
還
人
口
呈
丈
」
に
お
い
て
明
へ
流
民
迭
還
の
必
要
性
と
、
使
節
が
開
園
す
る
際
に
上
記
の
流

民
を
連
れ
て
蹄
り
た
い
と
の
希
望
を
示
し
た
。
「
兵
部
刷
還
呈
丈
」
に
は
、
今
回
の
謝
恩
使
は
明
廷
へ
貢
物
と
表
丈
を
献
上
す
る
と
同
時
に
、

流
民
迭
還
の
目
的
も
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
使
節
は
四
通
の
呈
丈
を
持
っ
て
行
き
、
そ
れ
ぞ
れ
兵
部
・
山
海
開
分
司
・
唐
寧
の
遼
東
撫

院
・
遼
陽
の
遼
東
都
司
に
提
出
し
た
。
二
月
二
十
六
日
、
山
海
開
主
事
が
、
「
こ
の
前
、
朝
鮮
大
臣
が
朝
鮮
人
二
、

三
人
を
連
れ
て
踊
っ
た
が
、

(
何
)

い
ず
れ
も
固
王
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
聞
い
た
の
で
、
時
り
た
い
人
は
迭
還
す
る
が
、
出
町
り
た
く
な
い
人
は
迭
還
し
な
い
。
」
と
い
う
趣
旨

(
M
m
)
 

を
諜
官
の
南
胤
成
に
惇
え
た
。
同
町
園
者
を
殺
す
と
い
う
話
は
衣
食
に
不
自
由
し
な
い
明
で
の
生
活
に
耽
溺
す
る
人
が
飛
ば
し
た
デ
マ
だ
と
、
朝

鮮
使
節
が
輯
明
し
、
こ
の
流
言
を
聞
か
ず
に
朝
鮮
人
を
、
送
還
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
「
山
海
闘
三
次
呈
文
」
を
見
る
と
、
朝
鮮
園
の
次
口
丈
が

す
で
に
遼
東
撫
院
・
都
司
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
朝
鮮
人
の
迭
還
を
承
諾
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
兵
部
刷
還
呈
丈
」
も
「
各
省
に
行
丈
す

(
灯
)

る
こ
と
を
許
可
し
、
一
度
く
査
還
す
る
」
と
兵
部
に
認
め
た
。
た
だ
山
海
閲
兵
部
分
司
が
全
員
迭
還
を
何
度
も
拒
否
し
た
の
で
、
「
山
海
開
三
次
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呈
丈
」
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
山
海
闘
で
三
回
目
の
呈
丈
を
出
し
た
の
は
、
金
氏
と
い
う
朝
鮮
人
女
性
が
泣
き
な
が
ら
時
国
し
た
く
な
い
気

(

川

町

)

持
を
停
え
、
山
海
開
主
事
の
同
情
を
得
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
山
海
闘
は
遼
東
都
司
の
管
轄
で
は
な
い
が
、
遼
東
都
司
の
す
ぐ
西
に
あ
り
、
出
入

管
理
が
最
格
で
あ
っ
た
。
明
に
流
亡
す
る
朝
鮮
人
は
こ
の
闘
に
妨
げ
ら
れ
て
、
大
半
の
人
が
山
海
閥
以
東
の
遼
東
に
残
っ
た
。
山
海
閥
主
事
で

も
三
回
も
要
請
さ
れ
た
こ
と
で
、
最
後
に
は
朝
鮮
人
送
還
を
承
諾
し
た
と
想
像
で
き
る
が
、
具
瞳
的
な
迭
還
は
、
明
の
将
領
と
官
員
の
主
観
に

も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
。

兵
部
・
遼
陪
・
贋
寧
が
朝
鮮
人
を
す
べ
て
迭
還
す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
朝
鮮
人
が
遼
東
に
移
住
し
た
理
由
は
以
前
の

遼
東
流
亡
と
は
異
な
る
。
朝
鮮
人
の
中
に
は
、
東
征
中
お
よ
び
そ
の
後
に
、
明
軍
兵
士
や
軍
人
家
族
あ
る
い
は
軍
の
闘
係
者
と
し
て
遼
東
に
来

た
者
が
多
か
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
朝
鮮
人
は
明
軍
将
領
の
家
丁
に
な
る
者
が
多
く
、
そ
の
中
に
は
、
武
才
に
よ
り
軍
事
訓
練
の
敬
師

に
な
る
人
や
、
手
柄
を
立
て
て
恩
賞
を
得
た
人
や
、
参
将
と
な
っ
た
人
も
現
れ
た
。
東
征
明
軍
は
俸
給
が
多
く
、
手
柄
を
立
て
れ
ば
思
賞
も
多
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く
、
朝
鮮
軍
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
待
遇
が
よ
か
っ
た
。
女
性
も
そ
の
多
く
が
明
軍
軍
人
と
結
婚
し
て
い
た
の
で
、
男
女
と
も
に
時
国
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し
た
く
な
い
人
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遼
東
は
も
と
よ
り
朝
鮮
園
以
外
の
高
麗
人
の
居
住
地
で
あ
る
か
ら
、
現
地
一
吐
舎
で
の
生
活
も
筒

出
早
に
遁
一
際
で
き
る
。
戦
争
が
終
わ
っ
た
に
し
て
も
、
遼
東
に
来
た
人
は
戦
争
に
よ
っ
て
一
家
離
散
し
、
家
も
家
族
も
失
っ
た
者
が
多
か
っ
た
。

そ
し
て
、
最
も
重
要
な
の
は
、
朝
鮮
側
が
流
亡
者
の
送
還
を
求
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
麿
じ
る
か
ど
う
か
は
明
軍
将
校
次
第
で
あ
っ
た
こ
と

で
、
そ
の
た
め
、
迭
還
さ
れ
た
人
が
多
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
と
は
い
え
、
朝
鮮
丈
献
に
は
遼
東
に
流
亡
す
る
人
は
、
明
軍
と
結
婚
し
た
朝

鮮
女
性
お
よ
び
朝
鮮
女
性
と
の
聞
に
で
き
た
子
供
を
含
め
る
と
、
少
な
く
と
も
合
わ
せ
て
「
数
寓
人
」
を
「
寓
暦
三
十
六
年
己
亥
に
、
全
て
査

(
m
m
)
 

還
し
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
己
亥
年
は
寓
暦
三
十
六
年
で
は
な
く
、
寓
暦
二
十
七
年
で
あ
る
た
め
、
こ
の
記
述
が
李
好
聞
が
記
録
し
た
事
件

と
同
一
事
件
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
人
数
が
敷
寓
人
で
あ
る
こ
と
も
全
員
迭
還
し
た
こ
と
も
、
と
も
に
事
責
で
あ
る
か
ど
う

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
高
暦
二
十
七
年
の
流
民
迭
還
の
あ
と
、
遼
東
に
は
ま
だ
軍
人
を
中
心
に
数
多
く
の
朝
鮮
人
が
住
ん
で
い

た
。
前
掲
の
史
料
で
あ
る
高
暦
三
十
三
年
(
朝
鮮
宣
組
三
十
八
年
、

一六
O
五
)
李
馨
郁
の

『
燕
行
日
記
」
、
高
暦
三
十
八
年
(
朝
鮮
光
海
君
二
年
、

一六一

O
、
ソ
ウ
ル
山
畿
の
年
)
鄭
士
信
の

『
梅
窓
先
生
朝
天
録
」
、
高
暦
四
十
二
年
(
朝
鮮
光
海
君
六
年
、

一
六
一
四
)
金
中
清
の

『
朝
天
録
」
、
高
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暦
四
十
七
年
(
朝
鮮
光
海
君
十
一
年
、

(
蜘
)

鮮
人
の
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
高
暦
二
十
七
年
以
降
遼
東
朝
鮮
人
移
民
の
こ
と
は
五
、
六
年
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
李
弘
胃

一
六
一
九
)
李
弘
胃
の

『
梨
川
相
公
使
行
日
記
』
な
ど
の
燕
行
録
の
中
に
は
、

み
な
遼
東
に
居
住
す
る
朝

の
燕
行
録
は
高
暦
四
十
七
年
(
一
六
一
九
)
す
な
わ
ち
明
の
遼
陽
が
ヌ
ル
ハ
チ
に
占
領
さ
れ
る
直
前
ま
で
の
も
の
で
、
遼
河
以
東
地
域
陥
落
ま

で
に
朝
鮮
人
が
す
べ
て
は
迭
還
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
高
暦
時
代
の
後
宇
に
も
多
く
の
朝
鮮
人

が
遼
東
の
各
地
に
居
住
し
て
、
首
時
の
遼
東
明
軍
の
重
要
な
戦
力
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

戦
争
に
よ
っ
て
遼
東
に
移
住
し
た
こ
れ
ら
朝
鮮
人
は
、
明
代
に
お
い
て
遼
東
へ
流
入
し
た
最
後
の
朝
鮮
人
と
な
っ
た
。



お

わ

り

元
末
か
ら
清
初
ま
で
の
二
五

O
年
以
上
の
聞
に
遼
東
地
域
は
た
び
た
び
複
数
の
勢
力
の
争
い
の
地
と
な
っ
た
。
現
地
住
民
も
い
く
つ
か
の
民

族
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
高
麗
人
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
半
島
の
す
ぐ
近
く
に
住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
戦
乱
や
飢
謹
が
起
こ
る
と
、

朝
鮮
竿
島
へ
戻
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
後
遼
東
の
拭
況
が
安
定
す
る
と
、
明
は
蹄
固
し
た
遼
東
高
麗
人
を
遼
東
に
、
さ
還
す
る
よ
う
要
求

す
る
。
そ
し
て
朝
鮮
は
朝
貢
園
の
立
場
上
、
彼
ら
を
迭
還
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
高
麗
人
の
送
還
は
明
初
の
大
き
な
圃
際
問
題
と
な
っ
た
が
、
こ

の
時
に
迭
回
冠
さ
れ
た
彼
ら
こ
そ
が
の
ち
の
遼
東
高
麗
人
一
吐
舎
の
基
盤
と
な
っ
た
。
朝
鮮
は
流
入
し
た
人
々
を
迭
還
す
る
よ
う
た
び
た
び
要
求
さ

れ
た
結
果
、
遼
東
高
麗
人
を
含
む
遼
東
人
を
迭
還
し
て
、
「
事
大
」
の
一
環
と
し
た
。
永
楽
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
が
終
わ
る
と
、
遼
東
は
安
定

期
を
迎
え
、
遼
東
に
軍
籍
を
持
っ
て
い
る
人
や
親
戚
が
い
る
人
を
中
心
と
す
る
朝
鮮
遺
民
が
遼
東
へ
移
住
し
績
け
た
。
朝
鮮
人
の
遼
東
移
住
に

つ
い
て
先
行
研
究
は
時
代
賦
況
と
園
際
状
況
を
考
慮
し
な
い
ま
ま
世
宗
時
代
後
期
の
「
流
亡
」
事
件
と
成
宗
時
代
の
「
流
亡
」
議
論
を
同
一
覗
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し
て
い
た
。
明
と
朝
鮮
雨
園
の
圏
内
事
情
に
よ
り
、
朝
鮮
人
は
遼
東
へ
移
住
し
て
い
っ
た
が
、
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
賦
況
は
大
き
く
異
な
る
。

本
稿
で
は
、
朝
鮮
世
宗
時
代
後
期
が
そ
の
ピ

l
ク
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
朝
鮮
に
お
け
る
名
君
と
し
て
の
響
れ
が
高
い
世
宗
の
時
代

に
こ
の
問
題
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
の
は
、
興
味
深
い
。
従
来
の
研
究
で
は
成
宗
時
代
が
流
民
問
題
の
ピ

1
ク
で
あ
っ
た
よ
う
に
解
得
し
て
い
た

が
、
こ
れ
も
誤
り
で
あ
る
。
朝
鮮
の
役
か
ら
遼
陽
陥
落
ま
で
の
時
期
は
、
二
十
数
年
と
短
か
っ
た
が
、
朝
鮮
の
役
の
影
響
で
多
く
の
人
々
が
移

住
し
た
。
こ
れ
は
朝
鮮
宇
島
で
の
戦
争
に
よ
っ
て
出
現
し
た
流
民
で
あ
り
、
従
来
と
は
異
な
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
明
の
牧
容
政
策
に
よ
り

自
主
的
に
遼
東
へ
避
難
し
た
人
も
い
た
に
違
い
な
い
。
の
ち
、
移
民
の
迭
還
も
課
題
に
な
っ
た
が
、
迭
還
が
徹
底
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
は
燕
行
録
の
記
載
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
あ
と
ま
も
な
く
高
麗
人
が
集
ま
っ
て
い
た
遼
河
以
東
の
遼
溶
地
域
は
後
金
に
占
領
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
清
太
宗
に
よ
る
二
回
の
朝
鮮
征
服
戦
争
の
結
果
、
大
量
の
朝
鮮
人
が
連
行
さ
れ
、
彼
ら
は
在
留
遼
東
高
麗
人
と
一
緒
に
八
旗
世
舎
に
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編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
明
滅
亡
以
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が
清
代
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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朝
鮮
中
十
島
の
人
々
が
明
と
朝
鮮
の
遺
境
地
域
に
移
住
し
て
雨
固
の
聞
を
行
き
来
す
る
と
、
と
き
に
大
き
な
政
治
問
題
に
繋
が
る
。
こ
れ
を
研

究
す
る
こ
と
は
前
近
代
に
お
け
る
宗
主
圃
と
朝
貢
園
の
聞
の
園
境
の
音
山
味
・
外
交
関
係
を
考
え
る
た
め
の
基
本
作
業
で
あ
る
。
こ
の
作
業
を
も

と
に
し
て
中
韓
関
係
史
に
お
け
る
遼
東
地
域
の
位
置
附
け
の
問
題
を
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
し

え
な
か
っ
た
賠
も
い
く
つ
か
建
つ
て
は
い
る
が
、
史
料
を
検
討
し
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
明
代
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
遼
東
移
住
の
全
瞳
的
な
流

れ
を
解
明
し
た
。
明
と
朝
鮮
王
朝
の
珊
封
瞳
制
の
枠
組
み
の
な
か
に
国
境
を
越
え
る
移
民
史
を
見
る
と
、
遺
境
地
域
の
住
民
は
明
と
朝
鮮
各
自

の
園
内
情
勢
に
よ
っ
て
国
境
を
越
え
て
生
活
し
や
す
い
地
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
優
位
に
立
つ
明
は
朝
鮮
へ
移
住
し
た
移
民
を
筒
軍

に
迭
還
さ
せ
た
。
そ
の
一
方
で
、
朝
鮮
に
と
っ
て
、
明
に
封
し
て
送
還
を
要
求
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
要
求
し
た
と
し
て
も
そ
れ
が
受
け

入
れ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
結
局
、
朝
鮮
は
「
事
大
」
政
策
の
一
環
と
し
て
朝
鮮
系
の
高
麗
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
に
、
移
住

し
て
き
た
遼
東
人
を
ほ
と
ん
ど
、
送
還
し
た
。
ゆ
え
に
明
政
府
は
朝
鮮
人
を
受
け
入
れ
る
政
策
を
採
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
被
擦
朝
鮮
人
や
流

亡
朝
鮮
人
を
朝
鮮
へ
送
還
す
る
ケ

l
ス
は
極
め
て
少
な
い
。
朝
鮮
人
は
朝
鮮
竿
島
か
ら
遼
東
へ
一
方
的
に
流
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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我
々
は
、
明
代
の
朝
鮮
宇
島
と
遼
東
の
聞
に
お
い
て
高
麗
朝
鮮
人
が
流
動
し
た
結
果
、
多
く
の
人
々
が
遼
東
に
移
住
し
た
こ
と
を
知
っ
た
。

で
は
、
彼
ら
は
明
代
遼
東
住
民
の
一
部
に
な
っ
た
後
、
如
何
に
し
て
こ
の
多
民
族
社
舎
で
生
活
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い

で
あ
る
。

て
も
、
先
行
研
究
は
詳
細
か
っ
正
確
な
解
答
を
提
示
し
て
こ
な
か
っ
た
。
彼
ら
遼
東
高
麗
人
・
朝
鮮
人
の
生
活
賓
態
に
迫
る
の
が
、
次
の
課
題

詰(
1
)

召
叫
し
ユ
川
著
『
許
L
Z十
0

社
社
外
』
(
ぺ
o
言
、
斗
己
一
寸
、
一
九
九
九
年
)

0

(
2
)

『
遼
東
誌
』
巻
一
、
地
理
悉
更
郡
際
以
震
宮
中
衛
。
華
人
十
七
、

高
一
魔
士
著
、
同
町
附
女
直
野
人
十
三
。

(
3
)

明
代
の
中
園
人
は
「
朝
鮮
人
」
と
「
高
麗
人
」
を
は
っ
き
り
と
は

匡
別
し
な
か
っ
た
。
明
人
は
朝
鮮
を
高
麗
と
呼
ぴ
、
朝
鮮
図
の
人
を

も
高
麗
人
と
町
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
朝
鮮
園
人
の
越

憲
の
『
朝
天
日
記
』
に
は
「
有
儒
生
四
人
来
言
日
、
一
這
H

疋
高
麗
人
乎
。

除
目
、
忽
隈
毎
這
高
一
民
、
高
麗
是
吾
前
代
之
名
、
ム
7

則
名
喚
朝
鮮
、

一
這
也
ロ
ル
皇
朝
所
定
岡
名
。
」
と
、
朝
鮮
か
ら
来
た
人
を
「
高
麗
人
」

と
呼
ん
で
い
る
。
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(
4
)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
の
論
文
が
あ
る
。
丸
亀
金
作

「
元
・
高
麗
関
係
の
一
齢
|
|
溶
王
に
つ
い
て
|
|
」
(
『
青
丘
皐

叢
』
第
十
八
波
、
一
九
三
四
年
)
。
北
村
秀
人
「
高
麗
時
代
の
溶
王

に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
『
人
文
研
究
』
二
十
四
巻
十
競
、
一
九
七
二

年
)
o

岡
田
英
弘
「
一
一
ん
の
溶
王
と
遼
陽
行
省
」
(
「
朝
鮮
学
報
』
第
十

四
輯
、
一
九
五
九
年
)

0

呉
松
弟
「
蒙
(
元
)
時
期
朝
鮮
半
島
釘
中
図
的
移
民
」
(
復
旦
大
挙

韓
図
研
究
中
心
編
『
韓
一
凶
研
究
論
叢
』
第
二
輯
、
上
海
人
民
出
版
一
靴
、

一
九
九
六
年
、
所
収
)
o

王
山
宗
時
「
元
代
入
居
中
園
的
高
麗
人
」
(
弓

来
日
仁
主
編
『
中
朝
関
係
史
論
文
集
』
、
長
春
、
吉
林
文
史
山
版
枇
、

一
九
九
五
年
、
所
収
)
o

叢
侃
遠
「
元
代
遼
陽
行
省
境
内
的
契
丹
・

高
麗
・
色
目
輿
蒙
古
」
、
(
『
史
的
学
集
刊
』
一
九
九
三
年
第
一
期
)
。

梁
元
錫
「
麗
末
斗
流
民
問
題
|
|
E
一
つ
司
封
蒙
関
係
中
心
凸
一
豆
」

(
『
李
丙
斗
紀
念
論
叢
』
、
ム
九
五
六
年
、
所
牧
)
o

金
九
鎮
「
一
冗
代

遼
東
地
方
高
麗
軍
民
」
(
『
李
元
淳
華
甲
論
叢
」
、
吋
O

言
、
数
挙
一
祉
、

一
九
八
六
年
、
所
牧
)
o

周
采
赫
「
麗
一
一
九
間
叶
双
叶
吋
洪
一
噛
源
一
家
」

(
延
世
大
準
大
向
学
院
修
士
論
文
、
一
九
七

O
年)。

(
5
)

楊
暁
春
「
二
二

1
一
回
世
紀
遼
陽
・
藩
陽
地
匡
高
麗
移
民
研
究
」

(
『
中
園
透
彊
史
地
研
究
』
二
七
巻
第
一
期
、
二

O
O
七
年
)
。

(
6
)

河
内
良
弘
「
明
代
遼
陽
の
束
寧
衡
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
」

第
四
十
四
者
第
四
強
、
一
九
八
六
年
)

0

(
7
)

孫
春
日
「
明
代
朝
鮮
人
在
京
寧
衛
緊
肘
扶
況
的
歴
史
考
察
」
(
李

淘
・
李
樹
出
主
編
『
一
九
九
三
年
海
峡
雨
岸
皐
術
討
論
曾
明
史
論

集
』
、
長
春
、
吉
林
文
史
出
版
祉
、
一
九
九
三
年
、
所
収
)

0

(
8
)

李
綜
「
明
前
期
朝
鮮
族
移
居
遼
東
的
原
因
状
況
及
開
後
貢
献
」

(
『
郭
州
大
撃
墜
報
」
第
九
巻
第
三
期
、
二

O
O
二
年
)
。

(
9
)

玄
碩
圭
『
韓
岡
流
移
民
史
』
上
巻
(
寸
o
吉
、
語
文
関
、

年
)

0

(
日
)
「
元
史
』
と
「
高
麗
史
」
の
中
に
、
遼
溶
地
匿
の
高
麗
人
の
リ
l

ダ
ー
で
あ
る
洪
一
帽
源
、
洪
茶
丘
、
溶
王
王
梓
の
記
述
が
あ
る
。
そ
の

記
述
と
注
(
4
)
に
列
奉
し
た
論
文
を
釘
照
し
て
み
る
と
、
常
時
遼
溶

地
匡
の
高
麗
人
は
朝
鮮
半
島
か
ら
移
住
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
一
一

二
三
年
洪
】
耐
源
が
高
麗
に
叛
き
、
「
北
界
四
十
徐
城
」
の
人
を
率
い

て
モ
ン
ゴ
ル
に
投
降
し
て
か
ら
、
遼
漆
地
匡
が
高
一
麗
人
の
居
住
地
域

に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
二
一
二
八
年
に
超
玄
羽
田
・
李
元
枯
ら
が
高
麗

に
叛
き
、
二
、

0
0
0
人
を
率
い
て
モ
ン
ゴ
ル
に
投
降
し
、
モ
ン
ゴ

ル
人
は
彼
等
を
遼
溶
の
洪
一
帽
源
の
配
下
と
し
た
。
ま
た
、
モ
ン
ゴ
ル

軍
が
数
凶
に
わ
た
っ
て
高
麗
に
侵
入
し
た
結
果
、
数
十
蔦
の
高
麗
人

が
捕
虜
と
な
り
、
そ
の
う
ち
の
ム
部
が
遼
陽
ま
で
連
行
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
高
麗
は
元
に
破
れ
、
そ
の
後
元
の
層
圏
に
な
り
、
高
麗
人

は
依
然
と
し
て
一
万
の
遼
陽
行
省
に
移
住
し
績
け
た
。
高
麗
は
元
に
越

境
移
住
者
送
還
を
求
め
た
が
、
史
料
を
見
る
限
り
、
大
部
分
の
人
は

送
還
さ
れ
な
か
っ
た
。

(
日
)
「
遼
東
誌
』
巻
五
、
官
師
、
周
顎
篠
洪
武
九
年
、
(
前
略
)
奥

指
揮
徐
一
主
招
討
東
寧
安
撫
司
等
慮
、
獲
其
一
頭
目
人
民
千
九
十
絵
日
。

未
幾
、
葉
旺
招
撫
春
吉
室
等
庭
、
得
人
口
若
手
畜
甚
衆
。
又
線
夜
十
諸
軍
征

哨
鴨
緑
江
輿
東
寧
、
黄
城
等
地
方
、
所
獲
人
口
馬
牛
無
算
。
繕
往
束

寧
那
丹
府
、
嘉
州
、
前
後
招
獲
安
撫
使
高
岡
出
、
副
使
劉
額
並
頭
日

人
民
四
千
五
百
五
十
、
馬
牛
二
百
七
十
及
金
銀
銅
印
詰
文
二
。
十
一

年
領
軍
銭
嶺
創
設
衛
始
、
至
黄
城
招
致
江
界
再
戸
金
完
奇
等
二
千
七

一
九
六
七
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古
円
徐
口
。

河
内
氏
は
こ
の
人
々
の
中
に
高
麗
人
が
混
ざ
っ
て
い
る
と
判
断
し
た
。

(
ロ
)
奉
集
室
に
移
る
以
前
の
銭
嶺
衡
の
位
置
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
、
街
所
建
設
を
完
成
し
た
か
ど
、
つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
も
諸
説
あ

る
。
鍛
嶺
衡
の
問
題
を
論
じ
た
研
究
は
、
池
内
宏
「
高
麗
辛
柄
朝
に

於
け
る
銭
嶺
問
題
」
(
『
東
洋
皐
報
』
第
八
巻
三
披
、
一
九
一
八
年
)

0

和
問
清
「
明
初
の
満
州
経
略
」
『
東
亜
史
研
究
』
満
州
篇
、
末
松
保

和
「
麗
末
鮮
初
に
お
け
る
針
明
関
係
」
「
青
丘
史
草
』
第
一
、
一
九

六
五
年
、
東
京
、
笠
井
出
版
印
刷
社
。
稲
葉
岩
吉
「
銭
嶺
の
位
置
を

疑
う
」
「
青
正
皐
叢
」
第
十
八
披
、
一
九
三
四
年
。
津
田
左
右
吉

「
元
代
に
於
け
る
高
麗
の
東
北
境
」
・
同
「
高
麗
末
に
於
け
る
東
北

境
の
開
拓
」
・
同
「
鮮
初
に
於
け
る
鴨
緑
江
上
流
地
方
の
領
土
」

同
「
鮮
初
に
於
け
る
豆
満
江
方
面
の
経
略
」
(
全
て
同
著
『
朝
鮮
歴

史
地
理
』
第
二
巻
、
東
京
、
南
満
州
銭
這
株
式
合
枇
、
一
九
一
一
一
一
年
、

所
牧
)
な
ど
が
拳
げ
ら
れ
る
。

(
日
)
『
明
太
組
貫
録
』
径
一
百
八
十
九
、
洪
武
二
十
一
年
一
一
一
月
乙
亥
朔
、

辛
丑
。

(
比
)
『
明
太
組
貫
録
』
巻
一
百
八
十
九
、
洪
武
二
十
一
年
一
一
一
月
戊
寅
。

(
日
)
『
明
太
組
貫
録
」
春
一
百
四
十
四
、
洪
武
十
五
年
夏
四
月
辛
丑

遼
束
東
寧
H

早
河
千
戸
所
招
降
故
一
五
合
羅
城
高
戸
府
校
卒
及
鴨
緑
江
東

遺
民
凡
二
千
六
百
八
十
六
人
、
迭
至
遼
陽
。

(
M
M
)

『
明
太
組
賓
録
』
巻
一
百
八
十
一
、
洪
武
二
十
年
三
月
辛
亥
朔
、

発
西
篠
初
、
己
亥
之
歳
、
遼
陽
、
滞
陽
兵
起
、
民
因
避
乱
、
韓
徒

高
麗
(
略
)
遂
以
遼
漆
流
民
奈
采
里
不
す
等
戸
四
十
五
、
口
三
百
五

十
八
(
人
)
来
婦
。

(
U
)

「
高
麗
史
』
世
家
巻
三
十
九
、
恭
感
王
二
、
八
年
十
一
月
辛
卯

遼
漆
流
民
二
千
三
百
絵
戸
市
水
投
、
分
庭
西
北
郡
際
、
官
給
資
糧
。
先

日
正
、
本
園
人
亦
有
渡
鴨
総
江
居
者
、
以
兵
乱
皆
白
還
。

(
お
)
「
明
史
』
を
三
百
二
十
、
列
惇
第
二
百
八
外
凶
一
朝
鮮
。

『
明
太
崩
賓
録
』
巻
二
百
二
十
八
、
洪
武
二
十
六
年
六
月
壬
辰
候
。

『
朝
鮮
太
租
賓
録
』
巻
三
、
二
年
五
月
丁
卯
係
。

(
日
)
「
朝
鮮
太
組
賓
録
』
巻
一
二
、
二
年
五
月
己
巳
候
。

(
初
)
「
朝
鮮
太
組
賓
録
』
巻
四
、
二
年
八
月
壬
寅
差
人
於
西
北
面
各

府
州
郡
牒
絹
捉
到
年
月
不
等
逃
来
原
係
本
閥
人
朴
龍
等
一
百
二
十
二

戸
並
家
小
三
百
八
十
八
名
、
柳
紐
赴
遼
東
都
司
交
割
。

(
幻
)
「
朝
鮮
太
租
賓
録
』
巻
一
二
、
二
年
六
月
乙
亥
難
其
本
系
出
於
小

邦
之
民
、
然
其
姓
名
載
於
官
軍
之
籍
、
不
宜
容
声
。

(
辺
)
「
朝
鮮
太
組
賓
録
』
巻
七
、
四
年
正
月
甲
山
貝
丁
巳
係
。
巻
七
、

四
年
二
月
丙
戊
係
。
者
十
、
五
年
十
月
壬
寅
候
。

(
お
)
「
朝
鮮
太
組
賓
録
』
巻
六
、
三
年
七
月
庚
戊
自
今
信
徒
往
来
凶

北
出
者
令
品
円
訴
之
。
『
朝
鮮
太
組
{
貫
録
』
巻
七
、
四
年
二
月
乙
丑

西
北
面
入
金
法
華
、
鄭
大
等
七
人
楽
市
。
皆
犯
令
越
境
者
也
。

(μ)
例
え
ば
『
朝
鮮
太
組
(
貫
録
』
巻
十
四
、
七
年
六
月
甲
寅
遼
東
被

携
入
金
松
逃
米
告
口
、
蒙
古
軍
向
遼
束
、
燕
府
王
率
師
攻
撃
敗
之
。

遼
主
領
兵
将
行
、
議
亦
充
軍
而
行
、
中
路
逃
来
。
賜
衣
食
安
業
。

(
お
)
「
朝
鮮
定
宗
賓
録
』
巻
一
、
元
年
一
一
一
月
壬
中
朔
|
乙
亥
軍
一
人

自
遼
東
逃
来
、
本
図
人
也
、
属
東
山
宇
衛
。
以
遼
東
役
煩
逃
還
。

(
お
)
「
朝
鮮
定
宗
賓
録
』
巻
五
、
二
年
九
月
庚
辰
定
遼
衡
人
十
二
名

逃
来
。
人
乃
言
王
室
大
乱
、
燕
王
乗
勝
長
駆
。

(
幻
)
「
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
巻
一
一
一
、
二
年
二
月
丁
巳
候
。
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(
お
)
『
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
を
四
、
二
年
九
月
一
J
西

八
刺
失
里
等
於
諸
遁
。

(
m
U
)

『
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
巻
三
、
二
年
五
月
庚
寅
上
目
、
議
非
欲
輿

中
園
抗
衡
也
、
人
白
水
火
中
出
来
求
生
活
、
其
可
忍
頑
耶
、
以
故
銃

納
之
失
。
今
以
中
岡
之
迫
而
還
遣
之
、
必
殺
之
無
疑
。
是
亦
置
人
於

死
地
也
o

(

略
)
上
目
、
是
亦
本
園
人
物
、
義
可
不
還
、
但
恐
以
抽
出

潟
抗
衡
耳
。
抽
出
不
欲
還
遣
一
人
也
。

(ω)
『
朝
鮮
定
宗
賓
録
』
巻
四
、
定
宗
二
年
五
月
辛
巳
同
知
一
経
建
事

合
伯
英
日
、
今
燕
王
奉
兵
而
中
岡
乱
失
。
設
有
定
遼
衡
求
降
於
我
、

則
許
之
否
乎
。
上
目
、
此
正
所
深
慮
者
也
、
然
不
若
不
受
之
潟
愈
也
。

知
経
築
事
権
近
目
、
(
略
)
受
定
遼
衛
之
降
有
大
不
可
者
、
若
燕
王

定
乱
而
有
一
大
下
、
則
必
問
罪
於
我
実
。
其
時
何
以
封
之
。
上
言
甚
合

於
義
。
上
目
、
卿
言
日
疋
也
。

(
社
)
『
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
春
三
、
二
年
四
月
発
丑

(
犯
)
『
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
巻
五
、
三
年
正
月
辛
卯
。

(
お
)
『
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
巻
四
、
二
年
十
二
月
壬
戊
、
壬
申
、
戊
寅
。

(
出
)
『
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
巻
五
、
三
年
正
月
一
j
卯
(
上
略
)
上
晒
之

目
、
逃
軍
何
必
枚
奉
而
輿
之
乎
、
{
且
以
録
名
者
輿
之
。

(
お
)
『
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
を
五
、
三
年
三
月
己
亥
候
に
は
一

O
九
二

O

人
が
迭
還
さ
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
『
朝
鮮
太
宗
(
貫
録
」
巻

九
、
五
年
三
月
壬
子
候
に
お
い
て
明
側
が
示
し
た
人
数
は
一

O
七
五

五
人
で
あ
る
。
『
明
太
租
貫
録
』
に
は
、
巻
十
九
、
元
年
五
月
乙
巳

に
は
一

O
五
二
五
人
、
永
栄
二
年
六
月
庚
午
朔
甲
申
係
に
は
、
一

O

七
O
O
人
飴
り
と
な
っ
て
い
る
。

(
お
)
『
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
を
九
、
五
年
三
月
壬
子
候
。

分
置
遼
東
逃
軍
林

(
訂
)
「
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
巻
十
一
、
六
年
四
月
己
卯
候
。

(
お
)
「
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
巻
十
二
、
六
年
十
二
月
丁
未
係
。

(
ぬ
)
「
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
に
以
下
の
送
還
記
録
が
あ
る
(
年
競
・
(
貫
録

巻
披
省
略
)
、
合
計
約
一
一
一

0
0
人。

七
年
三
月
焚
酉
、
漫
散
軍
劉
山
城
等
二

0
0
0
人
。
七
年
五
月
丁
丑
、

浸
散
軍
丁
総
吉
生
寸
七
四
六
人
。
七
年
六
月
丙
戊
、
漫
散
軍
金
必
果
等

八
三
会
人
。
七
年
八
月
己
丑
、
漫
散
軍
李
白
吉
等
五
四
九
人
。
七
年

八
月
壬
辰
、
張
甫
、
金
禾
、
金
、
水
等
四
四
三
人
、
全
小
金
等
四
四
五

人
、
苦
一
不
改
、
遷
都
旦
可
可
等
四
会
二
六
人
。
八
年
三
月
甲
辰
、
漫
散

軍
劉
思
京
等
七
八
一
人
。
八
年
五
月
己
末
、
漫
散
軍
李
隆
等
男
婦
一

五
九
人
。
八
年
七
月
壬
成
、
漫
散
軍
劉
莫
遂
等
九
九
人
。
八
年
九
月

甲
成
、
漫
散
軍
鄭
世
等
男
婦
一
一
四
人
。

(
紛
)
例
え
ば
『
朝
鮮
太
宗
(
貫
録
』
巻
十
四
、
太
宗
七
年
八
月
壬
辰
上

項
漫
散
山
阜
絵
原
系
小
邦
有
役
人
民
、
量
韓
国
胡
抜
都
、
高
銭
頭
等
来
到

鴨
緑
江
透
里
虜
前
去
遼
陽
地
而
居
住
、
後
充
東
半
衛
軍
了
。
亦
有
骨
川

事
逃
往
白
充
軍
役
者
、
近
於
革
除
年
間
逃
還
本
園
幽
僻
山
火
口
問
媒
寂

(
下
略
)
。

(
叫
)
「
朝
鮮
太
宗
(
貫
録
』
巻
五
、
太
宗
三
年
正
月
壬
辰
上
目
、
初
間

逃
来
者
皆
我
凶
人
(
朝
鮮
系
人
)
乃
許
入
境
、
後
間
有
上
園
人
(
朝

鮮
系
以
外
の
明
人
)
亦
来
、
今
乃
具
録
而
還
、
何
敢
隠
乎
。

(
必
)
こ
の
時
期
の
朝
鮮
と
遼
東
の
聞
の
人
口
流
動
は
以
下
の
記
述
か
ら

わ
か
る
。
『
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
巻
九
、
五
年
六
月
辛
末
、
金
彦
の
例
。

『
朝
鮮
太
宗
昔
、
銀
』
を
十
四
、
七
年
十
一
年
戊
辰
係
、
明
伊
の
例
。

以
上
の
記
録
は
朝
鮮
に
逮
捕
さ
れ
た
人
の
み
で
、
議
見
さ
れ
な
か
っ

た
流
亡
者
も
多
い
で
あ
ろ
う
。

29 



30 

(
必
)
『
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
巻
十
四
、
太
宗
七
年
八
月
戊
辰
。
巻
二
十
五
、

十
三
年
四
月
己
巳
。
巻
二
十
七
、
十
四
年
三
月
平
巳
。
巻
二
十
九
、

十
五
年
六
月
己
巳
。
径
二
十
九
、
十
五
年
六
月
平
巳
。
巻
三
十
、
十

五
年
九
月
乙
卯
。

『
朝
鮮
世
宗
貫
録
』
巻
四
、
元
年
七
月
乙
西
。
巻
十
一
、
三
年
四
月

己
未
。
巻
十
六
、
四
年
四
月
甲
辰
。
巻
十
六
、
四
年
五
月
壬
申
。

巻
十
六
、
四
年
五
月
壬
午
。
虫
色
十
六
、
四
年
六
月
丁
亥
。
巻
十
六
、

四
年
七
月
乙
丑
。
巻
十
六
、
四
年
七
月
庚
午
。
巻
十
七
、
四
年
八
月

乙
西
朔
。
巻
十
七
、
四
年
八
月
甲
寅
。
巻
十
七
、
四
年
十
月
平
卯
。

巻
二
十
三
、
六
年
三
月
丁
酉
。

(
壮
)
前
掲
『
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
巻
二
十
四
、
十
二
年
十
月
戊
辰
遼
東

人
李
析
円
、
金
禾
等
率
父
母
妻
子
弟
佳
共
十
二
口
到
昌
城
境
内
、
日
困

於
軽
郡
之
成
、
且
被
土
宵
侵
漁
、
又
七
月
霜
降
、
生
理
甚
難
、
亡
命

而
来
。
政
府
献
議
、
我
朝
誠
心
事
大
、
山
豆
宜
容
納
遁
逃
、
義
常
送
還
。

上
H
、
若
以
其
言
具
録
移
次
口
、
則
以
外
園
知
中
園
之
愛
、
{
貫
有
嫌
再
局
、

直
以
思
総
本
土
移
設
臼
悉
令
遣
還
可
也
o

哲
生
寸
本
我
西
北
面
人
也
o

(
何
日
)
前
掲
「
朝
鮮
世
宗
賓
録
」
巻
十
六
、
四
年
四
月
甲
辰
時
中
園
透

民
避
達
達
、
絡
緯
至
平
安
道
境
上
、
皆
蓮
昌
思
遼
束
。

(
必
)
経
薄
『
錦
南
集
』
巻
五
「
漂
海
銀
」
、
『
韓
園
文
集
叢
刊
』
一
六

(
『
韓
園
文
集
叢
刊
」
は
ソ
ウ
ル
民
族
文
化
推
進
曾
各
年
の
初
版

を
使
用
、
以
下
同
)
我
等
亦
欲
返
本
園
以
居
、
但
恐
本
図
反
以
我

等
億
中
国
人
、
刷
、
還
中
園
、
則
我
山
寺
必
服
逃
奔
之
罪
、
身
首
異
慮
、

故
心
欲
往
而
足
超
越
耳
。
上
記
の
史
料
は
成
宗
時
代
の
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
太
宗
・
世
宗
時
代
の
度
重
な
る
遼
東
高

麗
人
の
迭
還
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
U
)

「
朝
鮮
太
宗
賓
録
』
巻
八
、
太
宗
四
年
十
月
己
巳
。

(
必
)
『
朝
鮮
世
宗
賓
録
』
巻
五
十
八
、
世
宗
十
四
年
十
二
月
戊
戊
上

日
、
近
因
使
臣
、
西
北
人
民
困
弊
尤
甚
。
『
朝
鮮
世
宗
(
貫
録
」
巻
五

十
九
、
世
宗
十
五
年
正
月
壬
申
吏
苗
口
剣
書
許
桐
啓
目
、
(
略
)
西

北
一
方
、
地
本
権
薄
、
加
以
使
臣
往
来
、
凋
残
甚
失
。

(
必
)
「
魯
山
君
日
記
』
巻
二
、
壬
申
八
月
庚
午
の
記
事
に
よ
る
と
、
朝

鮮
建
図
(
一
三
九
二
)
以
来
魯
山
君
零
年
ご
四
五
二
)
ま
で
の
一

一
0
年
間
、
朝
鮮
は
女
異
人
に
捕

7

房
に
さ
れ
て
朝
鮮
に
逃
出
し
た
遼

東
人
や
朝
鮮
軍
が
女
員
人
の
中
か
ら
奪
還
し
た
遼
東
人
を
送
還
し
て

い
た
。
そ
の
人
数
は
八
、

O
三
O
人
以
上
に
も
の
ぼ
る
。

(
叩
)
「
朝
鮮
世
宗
賓
録
』
巻
五
十
九
、
世
宗
十
五
年
正
月
壬
戊
。

(
日
)
「
朝
鮮
世
宗
賓
録
』
巻
六
十
、
世
宗
十
五
年
五
月
己
未
。

(
臼
)
「
朝
鮮
世
宗
賓
録
』
巻
七
十
八
、
世
宗
十
九
年
九
月
辛
丑
。

(
臼
)
『
朝
鮮
世
宗
賓
録
』
巻
六
十
九
、
世
宗
十
七
年
七
月
丁
丑
自
発

丑
年
連
失
農
業
、
成
仰
義
倉
、
機
鐘
己
甚
。
加
以
冬
夏
不
計
険
遠
往

成
江
濯
、
又
況
今
年
朝
廷
本
岡
使
臣
絡
鐸
遼
束
、
迎
迭
人
馬
困
捻
。

(
日
)
「
朝
鮮
世
宗
賓
録
』
巻
八
十
七
、
世
宗
二
十
二
年
辛
卯
。

(
日
)
『
朝
鮮
世
宗
賓
録
」
巻
一
百
五
十
四
、
「
平
安
道
地
理
誌
」
初
、

申
築
建
白
請
築
雨
界
長
城
、
皇
甫
仁
受
ム
叩
監
築
。
春
則
平
安
道
、
秋

則
成
吉
道
、
白
庚
申
歪
庚
午
凡
十
一
年
而
倶
未
詑
功
。

(
日
)
「
朝
鮮
世
宗
賓
録
』
巻
九
十
三
、
三
十
二
年
九
月
壬
皮
平
安
之

民
(
略
)
向
発
丑
、
野
人
侵
略
、
困
於
防
成
、
生
理
凋
療
倍
於
他
這
。

今
又
築
城
、
南
這
及
黄
海
之
民
路
阻
糧
組
、
畷
粥
飢
餓
、
加
以
童
且
夜

督
役
、
或
至
有
顛
狂
者
、
又
有
病
死
者
全
ん

0

(
日
)
「
朝
鮮
世
宗
賓
録
』
巻
一
百
、
二
十
五
年
四
月
己
亥
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皇
甫
仁
田
白
平
安
道
。
啓
平
安
道
沿
透
各
官
元
居
人
逃
亡
三
百
二
十

一
戸
、
入
居
人
逃
亡
二
百
七
十
戸
。
請
於
来
秋
愛
遣
朝
官
、
窮
極
刷

逃
。
(
略
)
又
今
春
行
城
造
築
時
、
黄
海
這
軍
人
逃
亡
者
二
百
一
十

名。

(
関
)
『
朝
鮮
世
宗
賓
録
』
巻
一
百
一
十
六
、
二
十
九
年
間
四
月
辛
己

時
方
築
城
、
遺
民
大
困
、
民
著
築
以
蔽
憶
、
或
食
土
而
裂
腹
、
或
死

於
疾
疫
、
或
死
於
本
石
。
流
入
遼
漆
者
不
知
其
幾
千
。
相
率
而
逃
、

一
這
皆
然
。

(
印
)
『
朝
鮮
世
宗
賓
録
』
巻
一
百
二
十
五
、
三
十
一
年
八
月
甲
成
左

議
政
河
演
卜
書
目
、
(
略
)
近
来
元
居
人
及
各
年
入
肘
人
流
亡
者
一

高
三
千
四
百
四
十
除
名
、
其
流
亡
而
不
可
知
者
有
幾
人
子
。
士
卒
人

民
之
虚
弱
無
如
此
道
。

(ω)
『
朝
鮮
文
宗
賓
録
』
を
十
二
、
二
年
二
月
壬
中
。
平
山
友
会
道
、
白

昇
一
小
以
来
、
野
人
賓
服
、
透
境
無
虞
、
民
物
蕃
息
、
山
扇
町
水
、
涯
、
墾

同
無
遣
。
世
宗
初
年
、
人
民
之
多
、
国
於
慶
尚
、
而
諸
這
不
及
。
白

北
征
、
透
務
日
興
、
築
城
之
勢
、
防
成
之
緊
、
加
以
銭
僅
疾
疫
、
且

都
節
制
使
、
或
置
戎
革
、
或
分
左
右
道
、
或
合
第
一
、
或
監
司
粂
之
、

或
宰
相
領
之
、
移
管
置
鎖
、
殆
無
寧
歳
。
十
六
七
年
間
、
民
之
死
亡

流
離
者
十
六
七
。
出
卒
、
汚
莱
、
満
目
粛
然
。
人
之
存
者
、
亦
皆
喪
其

印
刷
宋
生
之
心
。
上
即
位
、
停
築
行
城
、
量
減
成
卒
、
募
土
人
、
選
潟
甲

士
、
銃
筒
街
、
除
官
給
康
、
人
梁
赴
防
、
而
民
力
得
蘇
会
。

(
臼
)
『
朝
鮮
文
宗
賓
録
』
巻
五
、
零
年
十
二
月
甲
成
(
李
季
旬
啓

日
)
歳
在
半
亥
、
臣
以
書
状
官
赴
京
、
白
遼
東
以
往
。
年
軟
民
飢
、

道
笹
相
望
。
一
川
棉
布
之
直
、
不
過
数
斗
。
我
園
境
内
則
民
生
安
静
、

禾
穀
豊
稔
、
家
有
蓄
穀
。
(
略
)
匝
入
朝
之
歳
、
正
首
飢
僅
之
年
、

奴
児
干
揃
鷹
之
運
糧
也
。
遼
東
一
路
、
牽
紅
斬
者
絡
緯
不
絶
。
翠
一

可
知
其
三
、
中
岡
之
多
事
可
知
。
正
統
年
間
、
朝
廷
寧
静
、
無
有
雑

事
。
以
使
命
之
不
来
我
園
亦
可
以
知
天
下
之
無
事
実
。
天
下
半
謡
、

連
歳
幽
豆
稔
。
遼
東
一
路
、
棉
布
一
匹
之
直
、
幾
一
全
米
六
七
十
徐
斗
、

世
披
大
平
。
天
下
之
安
静
在
一
樽
移
之
問
、
其
放
至
於
如
此
。

(
臼
)
「
朝
鮮
世
宗
賓
録
』
巻
九
十
六
、
二
十
四
年
六
月
丁
酉
。
巻
九

十
六
、
二
十
四
年
六
月
丙
辰
。
巻
九
十
七
、
二
十
四
年
七
月
己

亥
。
巻
九
十
七
、
二
十
四
年
七
月
壬
寅
。
巻
九
十
八
、
二
十
四

年
十
二
月
己
亥
。
者
九
十
八
、
二
十
四
年
辛
亥
。
巻
九
十
八
、

二
十
四
年
乙
卯
。
者
一
百
、
二
十
五
年
四
月
庚
子
。

(
臼
)
「
朝
鮮
成
宗
賓
録
』
巻
二
百
十
六
、
十
九
年
五
月
庚
午
権
柱
啓

日
(
略
)
匝
其
時
到
康
寧
、
有
一
馬
卒
、
以
我
園
言
語
臣
日
、
自
我

組
父
流
亡
投
寓
於
此
。

(
臼
)
崖
淳
『
錦
南
集
』
巻
五
「
漂
海
銀
」
、
『
韓
園
文
集
叢
刊
』
一
六

僧
系
本
朝
鮮
人
、
信
組
父
逃
来
子
此
、
今
己
三
世
会
。

(
臼
)
「
朝
鮮
成
宗
賓
録
』
巻
二
百
十
九
、
十
九
年
八
月
乙
卯
臣
観
束

八
苅
人
皆
解
我
閥
語
、
奥
平
安
這
人
無
異
。
臣
等
下
宿
庭
或
来
脆
拝
、

橋
令
公
。
問
其
来
脈
、
則
皆
云
平
安
道
人
。
或
云
自
租
父
、
或
云
自

曾
租
来
居
、
其
賓
不
知
某
代
来
居
、
意
皆
今
時
来
投
者
也
。

(
侃
)
「
朝
鮮
文
宗
賓
録
』
巻
十
二
、
二
年
二
月
壬
申
。

(
釘
)
『
明
代
満
蒙
史
料
李
朝
貫
録
抄
』
(
東
京
大
撃
文
附
宇
部
編
、
一
九

五
四
l
一
九
五
九
年
)
で
調
べ
て
み
る
と
、
朝
鮮
人
の
遼
東
流
亡
に

閲
す
る
記
事
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
『
魯
山
君
日
記
』
に
一
係
、
『
世

組
賓
録
』
に
四
係
、
『
容
宗
(
貫
録
」
に
一
一
一
候
、
『
成
宗
賓
録
』
に
一
一
六

係
、
『
燕
山
君
H
記
』
に
七
係
、
『
中
宗
賓
録
』
に
五
僚
、
『
仁
宗
昔
、
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録
』
・
『
明
宗
賓
録
』
・
『
官
組
賓
録
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

(
侃
)
『
朝
鮮
容
宗
賓
録
』
巻
六
、
一
川
年
六
月
辛
巳
工
曹
判
主
戸
梁
誠
之

目
、
(
前
略
)
今
問
中
園
将
築
培
於
東
八
拙
之
路
、
以
至
碧
注
之
境
、

此
賓
岡
家
安
危
所
閥
、
不
可
不
深
慮
也
。
前
此
本
圏
平
安
之
氏
逃
賦

役
者
流
入
干
彼
、
(
略
)
若
無
長
靖
、
則
野
人
出
浪
、
誠
一
叶
慮
也
。

若
或
築
墳
、
則
遺
骨
坤
内
地
、
員
築
士
也
、
其
流
亡
山
豆
不
高
高
倍
子
古

哉。

(ω)
『
朝
鮮
成
宗
賓
録
』
巻
一
百
三
十
四
、
十
二
年
十
月
戊
午
南
原

君
梁
誠
之
上
=
日
目
、
(
略
)
今
間
中
園
将
置
鎮
開
州
、
臣
反
覆
善
之
、

有
大
可
慮
者
号
。
擦
鳳
風
山
第
城
、
(
略
)
雄
父
母
兄
弟
之
邦
、
不

蛍
如
是
相
近
也
。
平
時
平
安
遁
之
氏
逃
賦
者
太
品
十
蹄
之
、
彼
亦
軽
径

薄
賦
招
納
之
失
。

(
刊
)
徐
居
正
「
南
原
君
家
来
記
」
、
梁
誠
之
『
前
粛
集
』
巻
六
、
『
韓
国

文
集
叢
刊
』
九
。
常
切
切
以
西
人
之
入
束
寧
街
、
野
人
之
留
居
三

輔
局
慮
。

(
目
)
『
朝
鮮
成
宗
賓
録
』
巻
五
十
五
、
六
年
五
月
発
亥
。

(η)
罪
現
「
調
布
淵
先
生
別
集
』
巻
一
「
関
西
録
」
「
治
江
列
壁
」
。

『
韓
岡
文
集
叢
刊
』
六
七
。
近
白
塗
陽
設
三
実
壁
之
後
、
隔
江
一
帯
、

震
我
拝
蔽
、
昌
城
以
西
、
可
兎
目
前
拾
掠
之
患
。
今
日
之
緊
要
、
不

在
於
義
州
之
界
、
而
在
於
昌
朔
以
上
。

(
口
)
『
朝
鮮
宣
組
賓
録
』
巻
二
十
七
、
二
十
五
年
六
月
辛
亥
日
疋
時
天

勝
慮
我
図
人
避
乱
者
任
意
渡
江
、
蓋
泊
江
船
於
彼
岸
。

(
九
)
『
朝
鮮
宣
組
賓
録
』
を
五
十
五
、
宣
組
二
十
七
年
九
月
辛
丑
接

件
使
工
曹
判
幸
田
沈
立
口
士
宮
一
叶
馳
啓
目
、
今
年
、
凶
路
飢
疫
、
死
亡
之
除
、

(
略
)
白
開
遼
束
公
事
、
有
許
賑
刺
鮮
流
民
之
令
。
遁
負
避
役
之
徒
、

皆
懐
過
江
自
活
之
計
。
誠
非
細
慮
。

(
九
)
『
朝
鮮
宣
組
事
貝
録
』
巻
五
十
三
、
二
十
七
年
七
月
辛
酉
接
伴
使

金
環
日
、
督
府
腎
住
二
年
而
雨
南
飢
民
投
入
管
中
、
或
潟
房
子
、
戎

嫁
天
兵
。
申
筋
軍
中
勿
許
卒
去
之
意
、
預
先
告
於
督
府
、
出
去
之
日
、

如
沙
呪
等
慮
及
大
同
江
、
鴨
緑
江
過
渉
時
、
差
官
鈷
禁
、
勿
使
過
去
。

上
命
備
透
司
法
第
施
行
。

(
同
)
「
朝
鮮
宣
組
賓
録
』
巻
五
十
三
、
二
十
七
年
七
月
辛
酉
。

(
打
)
「
朝
鮮
宣
組
賓
録
』
巻
五
十
四
、
二
十
七
年
八
月
発
酉
。

(
何
日
)
「
朝
鮮
宣
租
賓
録
』
巻
五
十
六
、
二
十
七
年
十
月
壬
子
。

(
内
)
李
恒
一
幅
『
白
沙
集
』
巻
二
十
三
「
朝
天
録
」

0

『
韓
国
文
集
叢
刊
』

ムハ一一。

壬
辰
以
後
、
我
民
遭
乱
避
地
流
入
中
園
者
頗
多
。
至
発
巳
甲
午
、
連

歳
大
飢
。
時
劉
線
兵
挺
久
住
雨
南
、
雨
南
流
民
皆
就
傭
於
軍
中
、
名

日
常
子
。
得
延
飴
命
、
殆
将
高
絵
。
及
劉
軍
撤
回
、
の
隠
渡
江
。
白

日
比
遼
慶
一
帯
、
我
図
男
婦
牛
馬
殆
将
宇
駕
。
識
者
深
矯
慨
然
。

(
別
)
李
弘
由
円
『
梨
川
相
公
使
行
H
記
』
林
基
中
編
『
燕
行
銀
全
集
」
巻

一
O
、
付
金
東
園
大
串
校
出
版
部
、
二

O
O
一
年
。
(
高
暦
四
十

七
年
六
月
、
遼
陽
)
泊
川
軍
二
高
四
千
乃
劉
手
下
兵
也
、
三
月
初
到

遼
而
劉
兵
己
敗
乱
、
故
駐
遼
城
把
裁
云
。

(
社
)
「
光
海
君
日
記
』
巻
一
百
三
十
七
、
光
海
君
己
未
(
十
一
年
)
一
一

月
二
十
六
日
庚
辰
臣
美
弘
立
往
見
都
督
、
問
各
路
兵
数
。
答
日
、

西
南
路
大
兵
斉
進
、
東
路
兵
只
有
俺
自
己
親
丁
数
千
人
、
且
有
各
絡

所
領
、
要
不
出
漏
寓
一
品
。

(
出
)
「
光
海
君
日
記
』
巻
一
百
三
十
七
、
光
海
君
己
未
(
十
一
年
)
一
一

月
七
日
半
出
。
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(
出
)
李
馨
郁
「
燕
行
日
記
』
、
林
基
中
編
「
燕
行
銀
全
集
』
巻
五
。

(
吉
岡
暦
三
十
三
年
六
月
、
遼
陽
)
李
登
雲
家
丁
一
人
来
奔
日
、
五
円
的

朝
鮮
人
、
壬
辰
乱
離
時
局
賊
所
脅
来
到
平
壌
、
賊
敗
時
又
矯
唐
将
李

登
芸
率
来
、
時
年
十
四
。
登
芸
愛
之
而
抱
宿
養
之
局
家
一
J
、
作
妻
生

子
。
(
略
)
桐
岡
刈
困
劇
到
周
劃
岡
胡
剖
剖
劉
到
叫
傍
線
部
は
注

(
肌
)
で
参
照
す
る
部
分
。
注
(
但
)
、
(
お
)
も
同
じ
。

(
但
)
鄭
士
信
『
梅
窓
先
生
朝
天
録
』
、
林
基
中
編
「
燕
行
銀
全
集
』
巻

九
0

(

高
層
三
十
八
年
九
月
、
慶
寧
)
張
則
潟
麻
提
督
所
率
来
、

今
翁
麻
公
子
下
親
兵
、
在
此
鎮
内
。
(
略
)
調
劃
劃
割
問
川
剃
附
矧

軍
兵
者
、
殆
百
飴
人
云
。
良
可
嘆
也
。

(
町
山
)
余
中
清
『
朝
天
銭
円
前
掲
林
基
中
編
『
燕
行
録
公
集
」
巻
一

一
。
(
蔦
暦
四
十
二
年
六
月
、
杏
山
)
脊
山
備
禦
麻
承
宗
、
前
総

兵
貴
之
子
、
迭
家
丁
索
米
紙
。
(
略
)
其
家
丁
我
園
清
州
鄭
姓
漠
也
、

(
略
)
渠
十
歳
随
高
経
碑
来
、
位
坤
本
ナ
知
松
金
口
人
、
冒
李
姓
、
名
天
附
、

今
事
廊
二
年
云
。
余
問
我
園
人
如
汝
者
幾
何
、
日
不
計
其
数
、
各
鎮

劉
劉
劃
刑
制
刻
4
耐
剥
刻
倒
閣
割
引
刻
叫
-

(
鉛
)
前
掲
本
十
恒
幅
『
白
沙
集
』
巻
二
十
三
「
朝
天
録
」
束
関
空
路
傍
、

有
女
人
服
漠
服
、
戴
朝
鮮
冠
。
見
五
口
等
一
行
、
泣
旦
百
奮
居
枇
稜
洞
、

非
賎
非
貴
人
、
寓
此
己
六
年
。

(
釘
)
前
掲
李
恒
】
耐
『
白
沙
集
』
虫
色
二
十
三
「
朝
天
録
」
一
人
来
此
即

行
商
販
、
資
産
甚
股
。
買
大
屋
擁
美
織
、
巳
享
宮
家
之
築
。

(
∞
∞
)
柳
思
遠
『
文
興
君
控
於
録
』
林
基
中
・
夫
馬
進
編
『
燕
行
録
全
集

日
本
所
蔵
編
」
l
、
斗
O

吉
束
岡
大
間
字
校
韓
図
文
悶
字
研
究
所
、
二

O

O
一
年
。
臣
等
回
到
盤
山
、
年
十
五
児
行
乞
市
L
L

、
白
言
政
川
新

選
之
子
李
磨
鮮
、
無
父
母
及
生
者
、
令
一
行
軍
官
部
将
余
仁
園
保
受

出
干
来
実
。

(
∞
∞
)
前
掲
柳
田
心
遠
「
文
血
ハ
君
控
於
録
』

0

(
伺
)
前
掲
李
恒
一
服
「
山
川
口
沙
集
」
巻
二
十
三
「
朝
天
録
」
、
(
高
暦
二
十
七

年
四
月
)
有
提
督
標
下
人
米
自
城
内
、
就
奥
下
人
倣
話
、
願
謁
於
五
口
。

許
令
来
見
、
其
人
家
即
毅
雄
、
の
言
係
日
正
向
州
人
、
姓
権
小
名
鶴
、

乃
H

疋
庄
相
妾
甥
子
。
生
長
於
恭
倹
池
傍
、
遭
乱
流
離
、
潟
劉
家
軍
。

先
年
随
劉
爺
入
洛
、
潜
謁
於
庄
相
、
将
欲
の
還
本
圏
、
事
洩
潟
劉
所

内
覚
。
劉
室
授
其
行
李
、
得
銀
二
百
雨
、
置
在
公
棄
、
使
不
得
逃
。

(
引
)
魚
叔
権
『
致
事
撮
要
」
(
太
向
山
史
庫
蔵
本
の
影
印
本
)
京
城
、

京
城
帝
園
大
向
晶
子
法
文
向
学
部
、
一
九
四
一
年
。
上
巻
、
「
大
明
紀
年
」

高
暦
二
十
七
年
己
亥
除
。
本
図
人
民
随
天
兵
過
江
者
、
寄
住
於
遼

束
、
居
、
半
、
山
海
関
等
慮
。
見
本
園
人
願
回
郷
土
、
移
杏
兵
部
及
巡

撫
山
海
開
主
事
、
遼
東
等
衛
門
、
読
畳
敷
査
還
。

(
児
)
李
好
関
『
五
峰
先
生
集
」
巻
十
四
「
遼
東
撫
院
山
海
閥
分
司
等
街

門
査
還
人
口
呈
文
」

0

『
韓
国
文
集
叢
刊
」
五
九
。

(
m
m
)

李
好
関
『
五
峰
先
生
集
」
巻
十
四
「
兵
部
刷
還
星
文
」

0

(
似
)
李
好
関
『
五
峰
先
生
集
」
虫
色
十
四
「
山
海
閥
三
次
呈
文
」
。

(
何
)
前
掲
李
好
関
「
五
峰
先
生
集
』
巻
十
四
「
兵
部
刷
還
呈
文
」
聴

得
在
品
川
陪
且
勝
本
図
人
雨
三
個
帯
去
、
国
主
都
殺
他
云
。
欲
去
者
迭
、

不
欲
去
者
不
送
(
下
略
)
。

(
%
)
前
掲
李
好
関
『
五
峰
先
生
集
』
者
十
四
「
兵
部
刷
還
呈
文
」
航

還
而
殺
之
、
寧
有
是
理
。
浮
言
之
山
在
該
民
則
潟
喪
心
、
在
帯
他
者

則
潟
遺
言
、
二
者
倶
極
可
悪
。
若
以
此
而
日
欲
去
者
迭
、
不
欲
去
者

不
迭
、
則
卑
職
之
所
痛
恨
、
不
在
於
不
得
還
一
通
氏
、
而
在
浮
一
百
之

厚
謹
也
。
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(
釘
)
前
掲
李
好
関
『
五
峰
先
生
集
」
巻
十
四
「
山
海
閥
三
次
呈
文
」

大
司
馬
老
爺
深
然
卑
職
所
一
一
百
、
答
説
品
川
一
一
百
-
止
是
。
己
許
行
文
各
省
、

虞
加
査
還
、
件
以
有
国
苔
可
擦
。

(
川
拘
)
前
掲
李
好
関
『
五
峰
先
生
集
」
巻
十
四
「
山
海
閥
三
次
呈
文
」

所
謂
金
氏
者
、
不
知
何
等
流
娼
、
其
百
七
於
泣
訴
請
留
者
、
不
過
以
男

女
之
情
、
衣
食
之
祭
而
喪
其
本
心
耳
。

(ω)
越
慶
男
『
乱
中
雑
録
』
巻
三
o

d
勺
0

吉
、
民
族
文
化
推
進
合
、
一
九

七
七
。
初
、
天
兵
各
安
我
女
人
、
在
湖
嶺
設
家
居
之
。
及
今
振
放
、

並
皆
随
去
、
借
往
山
海
閥
不
得
入
、
血
八
一
回
子
世
一
寸
作
配
寄
住
。
前
後
如

口
ん
者
幾
一
全
数
高
。
其
後
高
暦
三
十
六
年
己
亥
、
童
数
査
還
。

(
削
)
注
(
出
)
・
(
剖
)
・
(
お
)
を
参
照
。

〔
附
記
〕
本
稿
掲
載
に
あ
た
っ
て
、
恩
師
の
夫
馬
進
・
吉
本
這
雅
雨
先
生

の
ご
指
導
お
よ
び
高
麗
大
向
学
校
の
権
仁
溶
氏
・
京
都
大
準
大
皐
院
の
石
野

一
晴
氏
・
田
中
秀
樹
氏
・
鄭
塔
諜
氏
の
ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
の
場

を
借
り
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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THE EMIGRATION OF KOREANS TO 
LIAO DONG DURING THE MING DYNASTY 

PIAO Yan 

Liao Dong was once a multiracial area during the Ming dynasty. One of the 

minority peoples were the Koreans who had lived there since the Yuan dynasty. 

The Goryeo dynasty on the Korean peninsula was replaced by the Choson dynas

ty, which created a stable tributary relationship with the Ming regime. But the 

phenomenon of emigration to Liao Dong continued. This article examines historical 

events related to Korean emigration as recorded in the Annals of the Choson 

Dynasty and orders them chronologically. It first analyzes the emigration and re

patriation of the residents of the two countries involved in the tributary relation

ship, and then concludes that the flow of emigrants between Ming and Goryeo 

dynasty was usually bi-directional. After the tributary relationship had been estab

lished, especially after Emperor Yongle secured the empire in the Jingnan cam

paign, the rule of the Ming stabilized, there began a steady stream of Korean im

migrants from Liao Dong back to Korea, creating the phenomenon of the flow of 

emigration from Korea to Liao Dong. Previous research, such as that by Yoshihiro 

Kawachi has proved the historical reality of the Korean emigration to Liao Dong 

during the Ming dynasty. However, the historical facts cited in such research 

mostly focus on what occurred during the era of King Seongjon of Choson. This 

article, instead, questions the implications of that research and clarifies that the 

upsurge of Korean emigration to Liao Dong was during the second half of the 

reign of Sejong the Great of Choson (1433-1450). The last part of the article 

focuses on the topic of Korean emigration to Liao Dong during the campaigns 

against Japanese invasion of Korea and the topic of immigrant repatriation, which 

have not previously been addressed. I use the Choson Yonhaengnok (Korean En

voys' Accounts of Missions to Beijing) and the information about the Korean 

dynasty as evidence to prove that the repatriation after the campaigns against 

Japanese invasion was not a drastically enforced and many Korean immigrants re

mained in Liao Dong. 

This research and dialectic of the topics form the basic foundation for analyzing 

the meaning of the frontier and the diplomatic relationship between China and 

Korea. It can be seen from this article that it is necessary to reevaluate the spe-
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cial status of the Liao Dong area in the history of the foreign relationship between 

China and Korea. In addition this kind of research focusing on history of the 

emigration between two countries in a tributary relationship, especially on the 

migration from the tributary to a the suzerain, provides a new point of view from 

whcih to understand the tributary relationship itself. 

ON THE YUAN-ERA PRINTED EDITION OF THE SHILIN 

GUANGJI FROM THE FORMER COLLECTION 

OF s6 F AMIL Y OF TSUSHIMA 

MIYA Noriko 

The island of Tsushima, located in the sea almost half-half way between the 

Korean peninsula and Kyushu, has been an important site for Japan's trade and di

plomacy with Korea and the Chinese continent. The Shilin guangji ~ 1'* JJ: ilr., a 

book published under the period of the rule of the Daion yeke Mongol ulus, re

mained ignored in the collection of the So * clan, which ruled the island for nearly 

600 years. The book is an encyclopedia based on the Bowenlu tlJ 1jjJ~!.R of Chen 

Yuanjing ~t 5I: j!jJl., who was active at Jian'an in Fujian during the late Southern 

Song. The Shilin guangji was re-edited and lavishly illustrated and the latest in

formation of the Mongols was introduced. Later, the work was regnlarly employed 

by priests, princes and other aristocrats from Korea and the Muromachi bakufu, 

and thus contributed to the fostering of a common culture that spanned both time 

and geography. Today several printed editions can be found in Japan. The work is 

frequently quoted in shfJmono trp 1m, notes prepared by aristocrats and priests in 

preparation for lecturers on Chinese texts or students who listened to such lec

tures. Judging from the library seal, So clan's Shilin guangji appears to have been 

brought to ShOkokuji 1§~~, one of Gozan Zen temples of Kyoto, by a monk who 

ventured to the Daion yeke Mongol ulus as perhaps a student or on a diplomatic 

mission in the 14th century. It seems to have later been used by another monk in 

charge of diplomatic affairs with Korea and who carried it to Tsushima during the 

Edo period. This edition features extremely precise printing techniques and con

tains illustrations that have much in common with the miniatures of the Htilegu 

ulus, it thus surely deserves special attention in the history of printed illustrations. 

In addition, illustrations and explanations of ceremonies and the bureaucracy of the 

Southern Song and Jin dynasties that were not seen in other printed versions of 
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